
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
六
七
七
）

ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：

「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題

小　
　

林　
　

宏　
　

晨

は
じ
め
に

あ
る
評
論
家
か
ら
「
永
遠
の
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
者

（
1
）

』
と
呼
ば
れ
た
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
受
賞
作
家
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
は
、
二
〇
一
二
年

四
月
四
日
、
欧
州
三
紙
（L

a R
epublica, E

l P
ais, S

üddeutsche Z
eitung

）
に
「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
の
タ
イ
ト
ル
で
散
文
詩

を
同
時
発
表
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
の
メ
デ
ィ
ア
と
政
治
の
強
い
主
に
拒
否
反
応
を
引
き
起
こ
し
た
。
本
稿
は
従
っ
て
、

そ
れ
ら
の
反
応
の
性
格
、
そ
の
背
景
を
探
り
、
戦
後
ド
イ
ツ
の
心
理
的
状
況
も
、
可
能
な
限
り
確
認
を
試
み
た
い
。

三
二
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
六
七
八
）

Ⅰ
．
発
表
方
式

グ
ラ
ス
の
詩
を
ド
イ
ツ
で
最
初
に
発
表
し
た
『
南
ド
イ
ツ
新
聞
』（
Ｓ
Ｚ
）
は
四
月
四
日
文
化
欄
の
一
面
に
コ
メ
ン
ト
な
し
に
掲
載
し
た
。

同
紙
は
、
後
に
関
連
記
事
を
掲
載
し
た
が
、
グ
ラ
ス
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
弱
み
か
ら
か
、
批
判
的
記
事
を
回
避
し
た
。
こ
れ
に
対
し
週
刊

紙Z
eit

紙
は
詩
の
内
容
を
確
認
し
た
後
、
掲
載
を
断
っ
た

（
2
）

。

南
ド
イ
ツ
新
聞
と
同
日
発
表
し
た
イ
タ
リ
ア
のL

a R
epublica

紙
は
、
同
時
に
グ
ラ
ス
の
事
実
誤
認
を
あ
か
ら
さ
ま
に
指
摘
し
た
論

説
と
批
判
的
コ
メ
ン
ト
を
掲
載
し
た

（
3
）

。

ド
イ
ツ
の
公
共
放
送
第
一
テ
レ
ビ
（
Ａ
Ｒ
Ｄ
）
は
、
中
近
東
の
専
門
家
の
コ
メ
ン
ト
も
例
示
す
る
こ
と
な
く
、
グ
ラ
ス
に
こ
の
『
詩
』

を
朗
読
す
る
機
会
を
提
供
し
た

（
4
）

。

ド
イ
ツ
の
メ
デ
ィ
ア
で
は
、
前
記
の
例
外
を
除
い
て
、
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
報
道
が
な
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
『S

piegel

誌
』、「Z

eit

紙
」、「taz

紙
」、「W

elt

紙
」、「B

ild

紙
」、『F

A
Z

紙
』
等
の
大
メ
デ
ィ
ア
は
、
グ
ラ
ス
に
対
す
る
「
作
法
の
環
」
を
形
成
し
た

（
5
）

。
こ

れ
に
対
し
新
聞
読
者
の
調
査
で
は
、
急
進
左
派
と
急
進
右
派
が
グ
ラ
ス
に
賛
同
し
て
い
る

（
6
）

。

Ⅱ
．
内
容
紹
介

こ
こ
で
は
主
に
、
ク
レ
メ
ン
ス
・
ヴ
ェ
ル
ギ
ン
の
「
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
の
事
実
へ
の
奇
妙
な
関
係

（
7
）

」
を
参
考
に
し
、
グ
ラ
ス
の
詩

の
内
容
紹
介
を
試
み
た
い
。

三
三
〇



ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
六
七
九
）

グ
ラ
ス
の
詩
は
、「
ゆ
が
み
」
と
『
生
半
可
な
事
実
』
と
『
嘘
』
で
固
め
ら
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
、
氏
の
言
明
に
対
す
る

事
実
チ
ェ
ッ
ク
が
不
可
欠
と
考
え
る
。

実
際
に
グ
ラ
ス
の
作
品
で
は
、
そ
の
動
機
が
疑
わ
し
い
ば
か
り
か
、
事
実
に
対
す
る
奇
妙
な
関
係
も
表
現
さ
れ
て
い
る

（
8
）

。

何
故
に
私
は
沈
黙
す
る
の
か
。
長
す
ぎ
た
沈
黙
。

公
然
と
、
し
か
も
図
上
作
戦
の
中
で

演
習
さ
れ
、
そ
の
終
わ
り
に
生
き
残
る

わ
れ
わ
れ
と
て
、
高
々
『
註

（
9
）

』
に
過
ぎ
ぬ
の
に
。

主
張
さ
れ
た
る
第
一
攻
撃
権
は
、　

ア
ジ
テ
ー
タ
ー
に
支
配
さ
れ
、

組
織
的
な
熱
狂
へ
と
操
作
さ
れ
た

イ
ラ
ン
人
民
を
消
去
る
事
が
可
能
だ
。

権
力
領
域
内
に
原
子
爆
弾
を
構
築

し
て
い
る
事
を
推
定
す
る
な
ら
ば
。

三
三
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
六
八
〇
）

こ
れ
は
全
く
事
実
で
は
な
い
。「
第
一
攻
撃
」
の
概
念
は
、
冷
戦
の
核
対
決
か
ら
発
生
し
、
核
の
予
防
攻
撃
の
意
味
で
あ
る
。
こ
の
概

念
を
グ
ラ
ス
も
使
用
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
イ
ラ
ン
人
民
を
消
去
り
得
る
攻
撃
」
と
す
る
。
し
か
し
現
実
に
イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
核
の
第

一
（
事
前
）
攻
撃
の
核
ド
ク
ト
リ
ン
を
有
し
て
い
な
い
。

イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
如
何
な
る
公
式
の
核
ド
ク
ト
リ
ン
も
有
し
な
い
。
何
故
な
ら
、
他
の
諸
国
に
核
武
装
を
強
い
る
事
が
な
い
為
に
、
自

国
の
核
兵
器
保
有
を
公
に
認
め
な
い
か
ら
だ
。
し
か
も
イ
ス
ラ
エ
ル
の
ど
の
政
治
家
も
イ
ラ
ン
を
核
の
第
一
攻
撃
で
威
嚇
し
て
い
な
い

（
10
）

。

図
上
作
戦
は
存
在
し
な
い

イ
ス
ラ
エ
ル
の
兵
器
庫
に
あ
る
核
兵
器
が
防
御
的
性
格
と
さ
れ
、
抑
止
に
奉
仕
す
る
。
つ
ま
り
イ
ス
ラ
エ
ル
へ
の
大
量
破
壊
兵
器
を

伴
っ
た
攻
撃
に
対
し
、
高
々
第
二
撃
（
反
撃
）
用
兵
器
と
し
て
投
入
さ
れ
る
事
が
再
三
に
わ
た
っ
て
表
明
さ
れ
て
い
る
。『
明
ら
か
に
、
し

か
も
図
上
作
戦
の
中
で
演
習
さ
れ
る
』
と
は
全
く
根
も
葉
も
な
い
主
張
と
さ
れ
る
。

グ
ラ
ス
は
イ
ラ
ン
の
核
施
設
へ
の
イ
ス
ラ
エ
ル
の
攻
撃
が
核
兵
器
で
遂
行
さ
れ
る
と
言
う
最
初
の
誤
謬
に
陥
っ
て
い
る
。
こ
の
誤
謬
に

反
し
、
し
か
も
知
ら
れ
る
限
り
、
核
の
予
防
攻
撃
は
、
周
辺
諸
国
に
よ
っ
て
全
く
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
代
わ
っ
て
、
通
常
劣
化

ウ
ラ
ン
の
弾
頭
を
有
す
る
地
下
壕
破
壊
爆
弾
の
出
動
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
素
材
（
劣
化
ウ
ラ
ン
）
が
何
ら
か
の
核
爆
発
を
行
う
か
ら
で
は
な
く
、
通
常
爆
弾
が
爆
破
す
る
前
に
、
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
伴
っ

三
三
二



ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
六
八
一
）

て
厚
い
コ
ン
ク
リ
ー
ト
壁
に
進
入
す
る
状
況
に
あ
る
、
と
り
わ
け
厚
く
か
つ
重
い
素
材
で
あ
る
か
ら
だ
。
グ
ラ
ス
は
こ
の
素
材
を
検
討
す

る
初
歩
的
努
力
さ
え
し
て
い
な
い
。

既
に
詩
の
発
端
で
、
イ
ス
ラ
エ
ル
か
ら
発
せ
ら
れ
る
危
険
を
誇
張
し
、
イ
ラ
ン
か
ら
イ
ス
ラ
エ
ル
に
向
け
ら
れ
た
危
険
を
些
事
に
見
せ

か
け
る
グ
ラ
ス
の
意
図
が
認
識
さ
れ
る
。
何
故
な
ら
、
イ
ラ
ン
政
権
が
爆
弾
を
製
造
す
る
の
で
は
な
く
、
イ
ラ
ン
人
民
の
「
権
力
領
域
で

原
子
爆
弾
が
推
定
さ
れ
』、
し
か
も
製
造
者
と
意
図
が
不
明
確
に
留
め
ら
れ
る
か
ら
だ

（
11
）

。

フ
セ
イ
ン
は
演
じ
た
だ
け

イ
ラ
ン
の
ア
ー
マ
ド
ネ
ジ
ャ
ド
大
統
領
は
、
当
然
危
険
な
政
治
家
と
さ
れ
て
い
な
い
。
彼
は
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
を
否
定
し
、
イ
ス
ラ
エ
ル

国
家
を
抹
殺
で
以
て
脅
し
、
し
か
も
こ
の
政
権
は
、
こ
の
目
的
の
為
に
、
ユ
ダ
ヤ
国
家
を
威
嚇
し
か
つ
攻
撃
す
る
為
に
、
数
十
年
以
来
、

こ
の
地
域
に
お
け
る
平
和
を
望
ま
な
い
テ
ロ
諸
勢
力
を
高
価
な
兵
器
を
以
て
装
備
し
て
い
る
。

ア
ー
マ
ド
ネ
ジ
ャ
ド
は
グ
ラ
ス
に
と
っ
て
、
単
に
演
じ
る
だ
け
の
本
気
で
な
い
、「
ア
ジ
テ
ー
タ
ー
」
に
過
ぎ
な
い
の
だ
。
同
様
に
イ

ラ
ク
の
ア
ジ
テ
ー
タ
ー
、
故
サ
ダ
ム
・
フ
セ
イ
ン
も
演
じ
る
だ
け
と
し
て
、
実
は
一
九
九
一
年
の
湾
岸
戦
争
に
参
画
し
な
か
っ
た
イ
ス
ラ

エ
ル
に
、
そ
の
ミ
サ
イ
ル
で
狙
い
撃
ち
し
た
。
そ
れ
で
も
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
は
、
当
時
も
イ
ス
ラ
エ
ル
を
冷
た
く
扱
っ
た

（
12
）

。

し
か
し
何
故
わ
た
し
は
か
の
国
を
名
指
し
で

三
三
三



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
六
八
二
）

呼
ぶ
事
を
自
ら
に
禁
ず
る
の
か
？

か
の
国
で
は
長
き
に
わ
た
り
、
秘
密
裏
に
、

核
の
潜
在
力
を
増
強
し
、
利
用
可
能
に
し
、

し
か
し
統
制
が
及
ば
な
い
、
如
何
な
る
検
証
も

可
能
で
な
い
か
ら
な
の
か
？

グ
ラ
ス
は
多
分
特
別
の
ニ
ュ
ー
ス
ソ
ー
ス
を
持
っ
て
い
る

イ
ス
ラ
エ
ル
の
核
兵
器
が
数
年
以
来
増
大
し
て
い
る
事
を
グ
ラ
ス
が
ど
の
よ
う
に
し
て
知
っ
て
い
る
か
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
多
分
氏

は
特
別
の
ニ
ュ
ー
ス
ソ
ー
ス
を
持
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
核
兵
器
が
「
如
何
な
る
検
証
も
可
能
で
な
い
」
事
は
、
単

純
な
根
拠
を
有
す
る
。
つ
ま
り
イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
イ
ラ
ン
と
は
異
な
り
、
核
不
拡
散
条
約
を
調
印
し
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
規
定
に
拘
束

さ
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
イ
ラ
ン
は
こ
の
条
約
当
事
国
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
し
ば
し
ば
、
し
か
も
継
続
的
に
違
反
し
て
い
る
。

し
か
し
そ
の
事
は
イ
ス
ラ
エ
ル
の
核
兵
器
が
グ
ラ
ス
の
主
張
の
よ
う
に
、『
統
制
下
に
な
い
』
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
、
イ

ギ
リ
ス
及
び
ア
メ
リ
カ
の
核
兵
器
と
同
様
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
で
は
核
兵
器
が
極
め
て
綿
密
な
技
術
的
及
び
政
治
的
統
制
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
有

す
る
確
固
た
る
民
主
体
制
下
に
あ
る
が
故
に
、『
統
制
外
』
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い

（
13
）

。
強
い
て
言
え
ば
、
諸
外
国
と
国
際
機
構
の
「
統
制

外
」
と
言
う
意
味
な
ら
ば
正
し
い
。

三
三
四



ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
六
八
三
）

私
が
沈
黙
に
従
っ
て
来
た

構
成
要
件
に
つ
い
て
全
く
黙
す
と
い
う
事
は

わ
た
し
に
重
荷
を
負
わ
せ
る
偽
り
と
感
じ
る
。

こ
れ
を
無
視
す
れ
ば
刑
罰
を
見
込
む
強
制
と

私
は
感
ず
る；

「
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
」
の
弾
劾
は
周
知
の
こ
と
。

こ
れ
は
全
く
の
偽
り

こ
れ
も
全
く
の
偽
り
で
あ
る
。
こ
れ
を
確
認
す
る
に
は
記
録
の
調
査
で
十
分
だ
。
イ
ラ
ン
の
核
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
取
扱
に
際
し
て
イ
ス
ラ

エ
ル
の
核
爆
弾
を
指
摘
し
、
し
か
も
両
ケ
ー
ス
の
主
張
さ
れ
る
差
別
的
扱
い
を
批
判
す
る
か
、
あ
る
い
は
イ
ラ
ン
が
恐
怖
の
均
衡
の
創
設

を
目
指
し
て
い
る
と
主
張
す
る
事
が
最
近
ド
イ
ツ
で
エ
チ
ケ
ッ
ト
に
適
っ
て
い
る
。

「
全
く
黙
す
る
」
な
ど
と
言
う
事
は
あ
り
得
な
い
。
し
か
も
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
が
行
う
よ
う
に
、
諸
事
実
を
か
く
も
公
然
と
選
択

的
か
つ
扇
動
的
意
図
を
以
て
調
整
す
る
者
の
み
が
「
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
弾
劾
」
に
晒
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
様
な
場
合
に
は
、
こ
の

非
難
は
正
し
い
と
看
做
さ
れ
る

（
14
）

。

し
か
し
今
や
空
前
の

三
三
五



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
六
八
四
）

未
曾
有
の
犯
罪
が
我
が
国

に
よ
っ
て
行
わ
れ
、

事
に
つ
け
て
は
指
摘
さ
れ
、
釈
明
を
求
め
ら
れ
、

再
び
、
し
か
も
純
粋
な
取
引
と
し
て
、
た
と
え
、

滑
ら
か
な
唇
で

（
15
）

補
償
と
宣
言
さ
れ
よ
う
と
、

更
な
る
潜
水
艦
が
イ
ス
ラ
エ
ル
に

納
入
さ
れ
る
べ
き
と
さ
れ
る
、
そ
の
特
殊
性
は
、

全
て
を
抹
殺
す
る
弾
頭
が

唯
一
基
す
ら
核
爆
弾
の
存
在
が
証
明
さ
れ
ず
、

し
か
も
そ
れ
が
証
明
す
べ
き
疑
惑
あ
り
と
さ
れ
る

場
に
向
か
っ
て
配
備
さ
れ
て
い
る
の
で
、

わ
た
し
は
言
う
、
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
事
を
。

グ
ラ
ス
は
あ
る
ト
リ
ッ
ク
を
利
用

グ
ラ
ス
は
、
パ
ウ
ロ
教
会
で
の
講
話
に
お
け
る
マ
ル
チ
ン
・
ヴ
ァ
ル
ザ
ー
と
同
様
に
、
ド
イ
ツ
が
『
時
折
』
そ
の
ナ
チ
ス
の
過
去
に

「
追
い
つ
か
れ
」、
し
か
も
そ
の
為
の
『
釈
明
を
求
め
ら
れ
る
』
事
が
不
満
な
の
だ
。
従
っ
て
グ
ラ
ス
は
あ
る
ト
リ
ッ
ク
を
利
用
す
る
。
読

者
は
「
再
び
し
か
も
純
粋
な
取
引
」
の
記
述
を
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
非
難
と
の
結
び
つ
き
で
読
む
。

三
三
六



ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
六
八
五
）

つ
ま
り
誰
か
が
取
引
を
す
る
為
に
哀
れ
な
ド
イ
ツ
人
に
圧
力
を
試
み
る
。
グ
ラ
ス
を
守
る
者
達
は
、
取
引
が
潜
水
艦
に
関
わ
っ
て
い
る

事
を
指
摘
で
き
る
。

実
際
に
こ
の
詩
は
両
言
明
に
関
わ
っ
て
い
る
。
何
故
な
ら
グ
ラ
ス
は
、
全
て
を
コ
ン
マ
の
み
を
以
て
相
互
に
分
離
し
て
い
る
か
ら
だ
。

ユ
ダ
ヤ
人
達
は
、
潜
水
艦
を
安
く
買
う
為
に
ド
イ
ツ
人
達
に
良
心
の
呵
責
を
強
い
る
。
ド
イ
ツ
は
実
際
に
潜
水
艦
に
補
助
金
を
出
し
た
。

こ
の
取
引
は
「
滑
ら
か
な
唇
で
補
償
と
宣
言
さ
れ
た
。」
こ
れ
も
ま
た
、
ガ
サ
ツ
な
歪
曲
で
あ
る
。
実
際
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
補
助

さ
れ
た
潜
水
艦
の
最
初
の
納
入
を
ド
イ
ツ
再
統
合
後
の
補
償
と
見
做
し
た
。
何
故
な
ら
、
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
が
再
統
合
ま
で
補
償
金
を

支
払
わ
な
か
っ
た
か
ら
だ

（
16
）

。

「
滑
ら
か
な
唇
」
と
は
か
け
離
れ
て

こ
れ
を
批
判
す
る
人
も
し
な
い
人
も
あ
り
得
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、「
滑
ら
か
な
唇
」
と
は
遠
く
か
け
離
れ
た
複
雑
な
道
徳
的
・
歴
史

的
事
項
な
の
で
あ
る
。

グ
ラ
ス
は
再
び
イ
ラ
ン
の
「
証
明
さ
れ
な
い
」（
推
定
さ
れ
る
）
原
子
爆
弾
と
述
べ
る
。
氏
は
イ
ラ
ン
の
核
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
軍
事
次
元
に

関
す
る
国
際
原
子
力
機
構
（
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
）
の
最
近
の
二
報
告
を
読
ま
な
か
っ
た
ら
し
い
。
報
告
に
は
核
爆
弾
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の
指
摘
が
極

め
て
多
い
の
で
、
そ
の
後
挙
証
責
任
は
既
に
反
対
側
（
イ
ラ
ン
側
）
に
転
換
し
て
い
る
と
看
做
さ
れ
る
。

三
三
七



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
六
八
六
）

イ
ラ
ン
は
民
間
用
で
な
く
、
軍
事
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
必
要
な
全
て
の
部
品
が
如
何
な
る
意
味
を
生
ぜ
し
め
る
か
に
つ
き
説
明
す
る
義
務
が

あ
る
。
イ
ラ
ン
の
ト
ッ
プ
外
交
官
が
初
め
て
イ
ラ
ン
が
核
爆
弾
完
成
間
近
い
事
を
追
認
し
た
ニ
ュ
ー
ス
が
ド
イ
ツ
に
到
着
し
た
丁
度
そ
の

日
に
、
グ
ラ
ス
の
詩
が
発
表
さ
れ
た
事
は
歴
史
の
皮
肉
で
あ
る

（
17
）

。

Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
報
告
を
グ
ラ
ス
は
知
る
必
要
が
あ
っ
た

こ
の
事
実
を
グ
ラ
ス
は
、
そ
の
詩
の
作
成
の
際
に
知
る
事
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
氏
は
、
か
く
も
容
易
に
反
論
さ
れ
得
る
諸
主
張

を
設
定
す
る
以
前
に
、
こ
の
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
報
告
を
知
る
必
要
が
あ
っ
た
。

し
か
し
何
故
に
こ
れ
ま
で
わ
た
し
は
沈
黙
し
た
の
か
？

わ
た
し
は
考
え
た
、
決
し
て
消
去
れ
な
い

汚
点
に
取
り
つ
か
れ
た
わ
た
し
の
素
性
が

わ
た
し
が
密
に
結
び
つ
き
、
こ
れ
か
ら
も

結
び
つ
き
を
変
え
な
い
イ
ス
ラ
エ
ル
に

こ
の
事
実
を
明
確
な
真
実
と
し
て
突
き
つ
け
る
事
を
妨
げ
た
。

グ
ラ
ス
は
こ
こ
で
、
自
ら
の
（
ド
イ
ツ
の
）「
素
性
」
の
『
汚
点
』
が
実
際
に
は
平
然
た
る
嘘
の
集
積
か
ら
成
る
こ
の
「
真
実
」
を
宣
言

す
る
事
を
妨
げ
る
と
書
く
。
し
か
し
氏
の
こ
れ
ま
で
の
沈
黙
と
現
在
の
詩
に
対
す
る
グ
ラ
ス
の
動
機
を
究
明
す
る
事
は
極
め
て
難
し
い

（
18
）

。

三
三
八



ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
六
八
七
）

あ
る
種
の
相
違

氏
が
人
目
に
立
つ
事
を
妨
げ
た
も
の
は
氏
が
ド
イ
ツ
人
で
あ
る
事
ば
か
り
で
は
な
く
、
永
い
間
沈
黙
し
て
き
た
「
武
器
親
衛
隊
」
の
メ

ン
バ
ー
だ
っ
た
事
実
で
も
あ
る
事
は
明
ら
か
だ
。
人
が
生
ま
れ
た
事
と
人
が
自
ら
行
っ
た
事
の
間
に
は
当
然
あ
る
種
の
相
違
が
存
在
す
る
。

こ
の
詩
か
ら
、
再
び
グ
ラ
ス
の
排
除
意
識
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
グ
ラ
ス
が
イ
ス
ラ
エ
ル
に
密
に
結
び
つ
き
、
し
か
も
こ
の
結
び
つ
き

を
変
え
よ
う
と
し
な
い
事
は
、
自
己
保
護
主
張
と
し
て
全
く
無
視
す
る
事
が
許
さ
れ
る
。

一
九
九
一
年
の
湾
岸
戦
争
時
に
お
け
る
グ
ラ
ス
と
イ
ス
ラ
エ
ル
作
家
ヨ
ー
ラ
ム
・
カ
ヌ
イ
ク
と
の
論
争
を
思
い
出
す
者
は
、
グ
ラ
ス
が

こ
れ
ま
で
イ
ス
ラ
エ
ル
と
密
に
結
び
つ
い
た
事
が
あ
る
か
、
あ
る
い
は
イ
ス
ラ
エ
ル
人
に
共
感
を
覚
え
て
い
た
事
は
確
認
で
き
な
い

（
19
）

。

何
故
わ
た
し
は
今
さ
ら
言
う
の
か

年
老
い
、
し
か
も
最
後
の
イ
ン
ク
で
、

核
保
有
国
イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
そ
う
で
な
く
て
も

壊
れ
易
い
世
界
平
和
を
危
険
に
晒
す
の
か
？

既
に
明
日
で
は
遅
す
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い

事
を
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
、

更
に
│
多
大
な
責
任
を
課
せ
ら
れ
た
ド
イ
ツ
人
と
し
て
│

三
三
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
六
八
八
）

わ
れ
わ
れ
が
犯
罪
の
納
入
者
に
な
り
え
る
か
ら
、

何
故
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
共
同
責
任
は
如
何
な
る
通
常
的

言
い
逃
れ
に
よ
っ
て
も

消
去
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
。

墓
場
の
縁
で

こ
れ
は
、
グ
ラ
ス
の
詩
の
中
で
最
も
陰
険
な
部
分
だ
。
こ
こ
で
人
は
、
墓
場
の
縁
に
立
ち
、
最
早
失
う
も
の
が
無
く
、
し
か
も
そ
の
政

治
的
遺
言
を
設
定
す
る
ジ
ェ
ス
チ
ュ
ア
が
示
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
い
や
ら
し
く
悲
想
で
あ
る
。

し
か
し
氏
の
「
核
保
有
国
イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
そ
う
で
な
く
て
も
壊
れ
易
い
世
界
平
和
を
危
険
に
晒
す
」
は
、「
犯
罪
の
納
入
者
」（
ド
イ

ツ
）
と
共
に
一
つ
の
意
味
を
生
ぜ
し
め
る
。
氏
は
、
イ
ラ
ン
に
対
す
る
イ
ス
ラ
エ
ル
の
核
攻
撃
と
な
か
ん
ず
く
こ
の
核
兵
器
の
発
射
台
と

し
て
奉
仕
す
る
イ
ス
ラ
エ
ル
潜
水
艦
の
納
入
者
と
し
て
ド
イ
ツ
が
こ
の
「
犯
罪
」
の
共
同
責
任
者
と
な
る
事
に
警
告
を
発
す
る
の
だ
。

し
か
し
こ
こ
で
グ
ラ
ス
は
、
こ
の
潜
水
艦
の
意
義
を
理
解
し
よ
う
と
し
な
い
。
こ
れ
ら
の
潜
水
艦
は
、
周
知
の
如
く
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に

対
す
る
イ
ラ
ン
の
核
攻
撃
の
場
合
の
第
二
撃
力
の
維
持
を
目
的
と
し
て
イ
ス
ラ
エ
ル
に
奉
仕
す
る
。

イ
ス
ラ
エ
ル
領
土
が
狭
く
、
攻
撃
者
が
イ
ス
ラ
エ
ル
全
土
を
一
撃
を
以
て
効
果
的
に
破
壊
し
、
地
上
核
ミ
サ
イ
ル
が
最
早
報
復
攻
撃
で

三
四
〇



ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
六
八
九
）

き
な
い
危
険
が
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
場
合
に
は
再
び
相
手
の
核
攻
撃
の
蓋
然
性
を
高
め
る
事
に
な
る

（
20
）

。

古
典
的
抑
止
論
理

つ
ま
り
こ
れ
ら
の
潜
水
艦
に
つ
い
て
は
、
グ
ラ
ス
が
当
時
も
理
解
し
な
か
っ
た
冷
戦
か
ら
の
古
典
的
抑
止
論
理
が
重
要
な
の
だ
。
グ
ラ

ス
の
主
張
通
り
と
す
れ
ば
、
西
側
は
欧
州
で
（
中
距
離
ミ
サ
イ
ル
の
）
追
加
武
装
を
行
わ
な
い
こ
と
と
な
り
、
全
東
欧
ブ
ロ
ッ
ク
は
多
分
今

日
で
も
ソ
連
の
圧
政
下
に
留
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
。

合
理
的
に
行
動
す
る
国
は
、
こ
れ
ら
の
兵
器
を
実
際
に
投
入
す
る
為
に
で
は
な
く
、
対
立
側
の
大
量
破
壊
兵
器
使
用
を
抑
止
す
る
為
に
、

核
の
第
二
撃
力
を
確
保
す
る
の
で
あ
る
。（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
日
本
の
左
派
勢
力
も
、
グ
ラ
ス
と
同
様
の
誤
謬
に
陥
っ
て
い
る
。）

イ
ス
ラ
エ
ル
は
、（
常
時
イ
ス
ラ
エ
ル
に
対
し
そ
の
抹
殺
の
脅
し
を
掛
け
る
イ
ラ
ン
と
は
異
な
り
）、
こ
れ
ら
の
兵
器
を
第
一
撃
の
為
に
投
入
す

る
と
脅
し
た
事
は
無
い
し
、
イ
ス
ラ
エ
ル
で
誰
か
が
こ
の
脅
し
を
要
求
し
た
事
も
、
あ
る
い
は
、
こ
の
よ
う
な
図
上
作
戦
も
知
ら
れ
て
い

な
い
。
つ
ま
り
グ
ラ
ス
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
た
シ
ナ
リ
オ
は
、
全
く
証
明
さ
れ
な
い
扇
動
的
憶
測
に
他
な
ら
な
い

（
21
）

。

イ
ス
ラ
エ
ル
の
こ
と
は
心
配
せ
ず

潜
水
艦
に
装
備
さ
れ
た
兵
器
の
投
入
で
考
え
ら
れ
る
唯
一
の
ケ
ー
ス
は
、
第
二
の
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
を
生
ぜ
し
め
得
る
大
量
破
壊
兵
器
を

伴
っ
た
対
イ
ス
ラ
エ
ル
攻
撃
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
勿
論
グ
ラ
ス
は
攻
撃
対
象
イ
ス
ラ
エ
ル
の
心
配
を
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
に

三
四
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
六
九
〇
）

対
す
る
イ
ス
ラ
エ
ル
の
反
応
が
心
配
な
の
で
あ
る
。

し
か
も
同
意
す
る
：
わ
た
し
は
最
早
沈
黙
し
な
い
事
を
、

何
故
な
ら
わ
た
し
は
西
側
の
偽
善
に

う
ん
ざ
り
だ
か
ら；

し
か
し
希
望
は
持
っ
て
い
る
、

多
く
の
人
が
自
ら
を
沈
黙
か
ら
解
放
し
、

認
識
可
能
な
危
険
の
原
因
者
に

武
力
の
放
棄
を
迫
り
、
し
か
も

同
様
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
核
戦
力
と

イ
ラ
ン
の
核
施
設
の

国
際
機
関
に
よ
る

阻
止
さ
れ
な
い
、
恒
常
的
統
制
が

両
国
政
府
に
よ
っ
て
許
容
さ
れ
る
事
に

固
執
す
る
よ
う
に
。

こ
こ
で
グ
ラ
ス
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
み
を
「
認
識
可
能
な
危
険
の
原
因
者
」
と
表
示
す
る
。
氏
は
、
こ
の
詩
の
ど
の
場
所
で
も
イ
ラ
ン

か
ら
発
せ
ら
れ
る
危
険
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
な
い
か
ら
だ
。
し
か
も
こ
の
危
険
は
、
グ
ラ
ス
が
再
三
に
わ
た
っ
て
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、

三
四
二



ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
六
九
一
）

イ
ス
ラ
エ
ル
が
「
イ
ラ
ン
人
民
を
抹
殺
で
き
る
」
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
。
こ
れ
は
、
近
東
に
お
け
る
事
実
の
完
全
な
転
換
で
あ
る

（
22
）

。

い
か
な
拡
大
欲
求
に
も
あ
ら
ず

イ
ス
ラ
エ
ル
が
四
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
核
爆
弾
を
保
有
し
て
い
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
な
お
周
辺
の
部
分
的
に
は
敵
対

的
諸
国
は
、（
イ
ラ
ン
と
同
盟
す
る
シ
リ
ア
を
例
外
と
し
て
）、
決
し
て
同
様
に
爆
弾
を
持
つ
こ
と
を
深
刻
に
強
い
ら
れ
て
い
る
と
は
感
じ
な
い
。

何
故
な
ら
こ
れ
ら
の
諸
国
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
が
こ
の
地
域
で
拡
大
欲
求
を
持
っ
て
い
な
い
事
を
知
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
し
か
も
イ
ス
ラ

エ
ル
の
爆
弾
が
ア
ラ
ブ
諸
国
の
目
か
ら
し
て
、
防
御
的
役
割
、
つ
ま
り
自
衛
を
目
的
に
指
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

イ
ラ
ン
の
爆
弾
は
こ
れ
と
異
な
る
。
昨
年
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
の
ト
ュ
ル
キ
・
ア
ル
フ
ァ
イ
ザ
ル
公
は
、
三
回
に
わ
た
っ
て
公
然
と
「
イ

ラ
ン
が
爆
弾
を
持
つ
場
合
に
、
自
国
も
同
様
に
持
た
ざ
る
を
得
な
い
」
と
発
言
し
た
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
場
合
に
お
け
る
四
〇
年
間
に
サ
ウ

ジ
は
こ
の
よ
う
な
意
識
を
示
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
の
根
拠
は
明
瞭
で
あ
る
。
イ
ラ
ン
は
数
十
年
以
来
こ
の
地
域
を
不
安
定
化
す
る
役
割
を
演
じ
、
更
に
覇
権
的
傾
向
を
示
す
重

要
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
。
し
か
も
イ
ラ
ン
は
、
近
東
ば
か
り
か
全
世
界
で
テ
ロ
組
織
、
民
兵
、
反
乱
集
団
を
支
援
し
て
い
る

（
23
）

。

三
四
三



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
六
九
二
）

最
大
危
険
と
し
て
の
イ
ス
ラ
エ
ル

実
際
に
イ
ス
ラ
エ
ル
の
爆
弾
は
、
次
の
政
権
が
権
力
を
掌
握
し
て
も
、
は
る
か
に
心
配
が
少
な
い
。
グ
ラ
ス
は
両
国
を
同
値
せ
ず
、
否
、

イ
ス
ラ
エ
ル
を
よ
り
危
険
と
看
做
す
。

こ
の
地
域
に
お
け
る
事
実
的
所
与
を
か
く
も
無
視
し
て
主
張
す
る
程
に
、
人
は
目
暗
で
、
無
知
で
か
つ
全
き
執
着
を
持
ち
得
る
も
の
だ

ろ
う
か
。
国
際
法
が
国
際
監
視
を
イ
ラ
ン
自
身
に
義
務
付
け
て
い
る
に
も
関
わ
ら
す
、
グ
ラ
ス
が
イ
ス
ラ
エ
ル
と
イ
ラ
ン
の
核
施
設
を
同

様
に
国
際
統
制
下
に
置
こ
う
と
す
る
事
は
法
的
相
違
の
無
視
を
意
味
す
る
。

こ
う
に
し
て
の
み
、
全
て
の
イ
ス
ラ
エ
ル
人
と

パ
レ
ス
チ
ナ
人
を
、
い
や
そ
れ
以
上
に
、

狂
気
に
支
配
さ
れ
た
こ
の
地
域
に

密
集
し
て
敵
対
的
に
生
き
る
全
て
の
人
々
を
、

そ
し
て
究
極
的
に
わ
れ
わ
れ
を
も
救
う
こ
と
が
で
き
る
。

人
は
、
こ
の
詩
の
終
結
部
分
を
読
ん
で
、
グ
ラ
ス
が
完
全
に
老
人
性
痴
呆
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
自
問
す
る
。
こ
の
詩
の
全
体
は
、

イ
ラ
ン
と
イ
ス
ラ
エ
ル
を
扱
う
。
し
か
も
氏
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
と
イ
ラ
ン
の
核
施
設
の
国
際
統
制
が
パ
レ
ス
チ
ナ
人
達
を
助
け
る
こ
と
が

で
き
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
事
は
、
イ
ス
ラ
ム
ジ
ハ
ー
ド
と
ハ
マ
ス
が
イ
ラ
ン
の
財
政
支
援
を
受
け
て
い
る
事
実
以
外
に
ど
の
よ
う
な
関

三
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ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
六
九
三
）

係
に
あ
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か

（
24
）

。

近
東
に
関
す
る
欧
州
の
型
通
り
の
言
い
ぐ
さ

こ
れ
が
テ
ー
マ
に
所
属
す
る
か
否
か
に
関
わ
り
な
く
、
パ
レ
ス
チ
ナ
紛
争
が
不
断
に
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
主
張
は
、
近

東
演
説
に
お
け
る
欧
州
政
治
家
の
型
通
り
の
言
い
草
と
な
っ
て
い
る
。
パ
レ
ス
チ
ナ
人
を
彼
ら
自
身
の
為
に
引
き
受
け
る
の
で
は
な
く
、

ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
責
任
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
か
ら
逃
れ
得
る
為
に
ド
イ
ツ
人
は
、
別
の
価
値
と
し
て
こ
れ
を
受
け
入
れ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。結

論
と
し
て
、
こ
の
詩
は
、
グ
ラ
ス
の
全
面
的
駄
作
の
明
ら
か
な
基
本
傾
向
な
の
で
、（
責
任
）
排
除
の
大
御
所
グ
ラ
ス
が
終
わ
り
に

再
び
ド
イ
ツ
の
責
任
処
理
の
エ
バ
ー
グ
リ
ー
ン
に
回
帰
す
る
事
は
首
尾
一
貫
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

（
25
）

。

Ⅲ
．
メ
デ
ィ
ア
評
論
家
の
反
応

ヘ
ン
リ
ク
・
ブ
ロ
ー
ダ
ー

メ
デ
ィ
ア
評
論
家
ヘ
ン
リ
ク
・
ブ
ロ
ー
ダ
ー
は
、W

elt

紙
の
中
で
、「
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：
全
く
正
常
と
言
う
わ
け
で
は
な
い
が
、

詩
人
な
り

（
26
）

。」
の
タ
イ
ト
ル
で
以
下
の
様
に
論
ず
る
。

ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
と
の
問
題
を
抱
え
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
イ
ス
ラ
エ
ル
と
イ
ラ
ン
に
関
す
る
詩
『
言
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わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
』
ほ
ど
明
確
に
は
発
言
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。

「
何
故
に
、
私
は
沈
黙
す
る
の
か
。
長
過
ぎ
た
沈
黙
を
」

囚
わ
れ
な
い
読
者
は
、
グ
ラ
ス
が
つ
い
に
、
何
故
に
「
武
器
親
衛
隊
」
に
於
け
る
活
動
に
つ
い
て
今
ま
で
沈
黙
し
て
い
た
の
か
説
明
す

る
の
か
と
考
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
う
で
は
な
い
。
詩
人
た
る
道
徳
主
義
者
は
、
と
っ
く
に
こ
の
時
期
を
越
え
て
い
る
。

今
回
は
、
彼
に
と
っ
て
、
厳
し
い
生
き
残
り
の
問
題
な
の
だ

（
27
）

。

「
主
張
さ
れ
た
る
事
前
攻
撃
権
」

グ
ラ
ス
は
最
早
沈
黙
す
る
気
が
無
い
。
こ
の
爆
発
の
き
っ
か
け
は
何
な
の
か
。
名
も
な
き
国
の
「
主
張
さ
れ
て
い
る
先
制
攻
撃
権
」
は
、

ア
ジ
テ
ー
タ
ー
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
る
イ
ラ
ン
を
危
険
に
晒
す
。

グ
ラ
ス
は
、
自
ら
に
沈
黙
を
命
じ
た
。
何
故
な
ら
、
氏
は
、
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
者
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
る
危
険
に
陥
り
た
く
な
か
っ
た

か
ら
だ

（
28
）

。

「
タ
ブ
ー
突
破
へ
の
口
頭
前
戯
」

し
か
し
こ
れ
は
、
破
滅
を
阻
止
す
る
詩
人
の
責
任
を
以
て
正
当
化
さ
れ
る
タ
ブ
ー
突
破
へ
の
通
常
の
口
頭
前
戯
な
の
だ
。

三
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ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
六
九
五
）

グ
ラ
ス
は
何
時
も
大
狂
気
の
傾
向
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
今
や
完
全
な
狂
気
に
至
る
。
脆
弱
な
詩
の
作
成
と
の
取
組
み
の
中
で
氏
は
、

イ
ラ
ン
大
統
領
の
多
く
の
演
説
を
全
く
理
解
し
な
い
。
イ
ラ
ン
大
統
領
は
パ
レ
ス
チ
ナ
を
占
領
す
る
イ
ス
ラ
エ
ル
を
、
摘
出
す
べ
き
「
癌

腫
瘍
』
と
表
示
す
る
。
グ
ラ
ス
に
と
っ
て
イ
ラ
ン
大
統
領
は
真
面
目
に
取
り
上
げ
る
べ
き
で
な
い
単
な
る
「
ア
ジ
テ
ー
タ
ー
」
に
過
ぎ
な

い
。
イ
ラ
ン
で
は
投
入
さ
れ
る
べ
き
唯
一
つ
の
「
核
爆
弾
」
さ
え
、
投
入
さ
れ
る
ま
で
は
、「
証
明
さ
れ
て
い
な
い
」
か
ら
だ
。
こ
の
様

な
場
合
、
グ
ラ
ス
は
犠
牲
者
を
悼
み
、
し
か
も
生
き
残
っ
た
人
々
に
慰
め
を
授
け
る
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
氏
は
イ
ス
ラ
エ
ル
と
緊
密

に
「
結
ば
れ
て
い
る
」
と
感
じ
る
か
ら
だ

（
29
）

。

「
ユ
ダ
ヤ
人
と
の
問
題
は
古
く
か
ら
」

グ
ラ
ス
は
、
自
ら
の
沈
黙
を
破
る
。
何
故
な
ら
再
び
共
同
責
任
を
担
い
た
く
な
い
か
ら
だ
。
何
故
な
ら
、
グ
ラ
ス
は
、「
西
側
の
偽
善

に
う
ん
ざ
り
し
て
お
り
」、
し
か
も
強
制
さ
れ
た
沈
黙
か
ら
自
ら
を
解
放
し
、
危
険
の
原
因
者
に
武
力
の
放
棄
を
要
求
し
、「
同
様
に
、
イ

ス
ラ
エ
ル
の
核
戦
力
と
イ
ラ
ン
の
核
施
設
の
国
際
機
関
に
よ
る
阻
止
さ
れ
な
い
恒
常
的
統
制
の
両
国
政
府
に
よ
る
許
容
を
要
求
す
る
。」

事
を
希
望
す
る
か
ら
だ
。

イ
ス
ラ
エ
ル
が
『
核
戦
力
』
を
有
し
て
い
る
に
対
し
、
イ
ラ
ン
は
多
分
電
力
生
産
に
奉
仕
す
る
「
核
施
設
」
を
有
し
て
い
る
に
過
ぎ
な

い
。「
明
確
な
危
険
」
の
原
因
者
は
、
統
制
か
ら
逃
れ
て
い
る
イ
ス
ラ
エ
ル
で
あ
り
、
自
己
の
核
施
設
を
国
際
監
視
に
開
く
事
を
好
ま
な

い
イ
ラ
ン
で
は
な
い
。

グ
ラ
ス
は
何
時
も
イ
ス
ラ
エ
ル
と
の
問
題
を
有
し
て
い
た
。
し
か
し
今
回
の
詩
は
こ
れ
ま
で
の
問
題
を
上
回
っ
て
い
る
。
グ
ラ
ス
は
、

三
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九
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）

二
〇
〇
一
年
一
〇
月
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
誌
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
の
解
決
に
つ
い
て
次
の
様
に
述
べ
た
。

「
イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
占
領
地
を
明
け
渡
す
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
パ
レ
ス
チ
ナ
の
土
地
の
占
有
も
そ
の
居
住
地
の
占
有
も
犯
罪
的

行
為
で
あ
る
。
こ
れ
は
中
止
さ
れ
る
ば
か
り
か
、
返
還
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
い
と
平
和
は
帰
っ
て
こ
な
い

（
30
）

。」

テ
ル
ア
ビ
ブ
と
ハ
イ
フ
ァ
は
放
棄
さ
れ
る
べ
き

グ
ラ
ス
の
イ
ス
ラ
エ
ル
へ
の
要
求
は
ナ
ブ
ル
ス
や
ヘ
ブ
ロ
ン
ば
か
り
か
テ
ル
ア
ビ
ブ
や
ハ
イ
フ
ァ
も
放
棄
す
る
事
で
あ
る
。
ハ
マ
ス
や

ヒ
ズ
ボ
ラ
と
同
様
に
グ
ラ
ス
は
一
九
四
八
年
と
一
九
六
七
年
の
間
に
『
占
領
地
』
の
区
別
は
な
い
。
グ
ラ
ス
に
と
っ
て
パ
レ
ス
チ
ナ
の
土

地
と
イ
ス
ラ
エ
ル
居
住
地
の
占
有
は
、
犯
罪
行
為
な
の
だ
。
イ
ラ
ン
大
統
領
と
同
様
の
見
解
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
一
〇
年
後
の
二
〇
一
一
年
夏
、
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
ト
ム
・
セ
ゲ
フ
（S

egev

）

の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
受
け
た
。
セ
ゲ
フ
は
、
ド
イ
ツ
語
が
流
暢
な
の
で
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
通
訳
な
し
で
二
時
間
半
続
い
た
。
グ
ラ
ス
の

小
説
『
玉
ね
ぎ
を
剥
く
時
（B

eim
 H

äuten der Z
w
iebel

）』
の
反
応
に
つ
い
て
も
語
ら
れ
た
。

曰
く
、
論
議
は
グ
ラ
ス
に
と
っ
て
極
め
て
苦
痛
で
あ
っ
た
。
人
は
彼
が
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
親
衛
隊
（W

aff enS
S

）
に
志
願
し
た
と
主
張
し
た

が
。「
実
は
私
は
、
同
年
代
の
数
千
人
と
同
様
に
招
集
さ
れ
た
の
だ
。」（
一
九
二
三
年
生
ま
れ
の
私
の
友
人
故
ヴ
ィ
ン
ク
ラ
ー
（D

r.W
inkler

）
は
、

W
aff enS

S

に
招
集
さ
れ
な
い
為
に
落
下
傘
部
隊
に
志
願
し
た
と
私
に
話
し
て
い
た
事
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
ヴ
ィ
ン
ク
ラ
ー
よ
り
も
若
い
グ
ラ
ス

（
一
九
二
七
年
生
れ
）
が
招
集
さ
れ
た
可
能
性
は
あ
る
よ
う
だ
。）

セ
ゲ
フ
が
何
故
『
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
』
が
『
玉
ね
ぎ
』
の
つ
い
で
に
扱
わ
れ
た
の
か
と
尋
ね
た
。
グ
ラ
ス
は
「
狂
気
と
犯
罪
は
、
ホ
ロ

三
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ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
六
九
七
）

コ
ー
ス
ト
の
み
に
現
れ
た
の
で
は
な
く
、
ま
た
戦
争
の
終
結
で
終
わ
っ
た
の
で
も
な
い
。
ロ
シ
ア
に
よ
っ
て
捕
虜
と
な
っ
た
八
百
万
人
の

ド
イ
ツ
軍
人
の
多
分
二
百
万
が
生
き
残
っ
た
。
残
り
は
抹
殺
さ
れ
た

（
31
）

。」
と
述
べ
た
。

罪
と
恥
の
意
識
に
苛
ま
さ
れ
て

グ
ラ
ス
の
数
字
遊
び
を
終
り
ま
で
計
算
す
る
為
に
学
卒
数
学
者
で
あ
る
必
要
は
無
い
。
六
百
万
人
の
ド
イ
ツ
軍
人
が
ロ
シ
ア
人
に
抹
殺

さ
れ
た
と
さ
れ
る
が
、
実
際
に
は
約
三
百
万
の
ド
イ
ツ
軍
人
が
ソ
連
の
捕
虜
と
な
り
、
そ
の
中
一
一
〇
万
人
が
死
ん
だ
と
さ
れ
る
。
し
か

し
こ
の
実
際
数
字
が
重
要
な
の
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
グ
ラ
ス
に
と
っ
て
は
実
際
の
数
字
で
は
な
く
、
六
〇
〇
万
人
が
大
事
な
の
だ
か

ら
。
こ
れ
は
ド
イ
ツ
の
ラ
ッ
キ
ー
ナ
ン
バ
ー
な
の
だ
。
六
〇
〇
万
人
の
死
ん
だ
ユ
ダ
ヤ
人
対
六
〇
〇
万
人
の
死
ん
だ
ド
イ
ツ
軍
人
で
結
果

は
ゼ
ロ
と
な
る
。

グ
ラ
ス
は
ユ
ダ
ヤ
人
に
好
意
を
持
つ
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
知
識
人
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
な
の
だ
。

罪
と
恥
の
意
識
に
苛
ま
さ
れ
、
し
か
も
同
時
に
歴
史
を
清
算
す
る
願
望
に
駆
り
立
て
ら
れ
、
グ
ラ
ス
は
、『
認
識
可
能
な
危
険
の
原
因

者
』
を
武
装
解
除
す
る
為
に
現
れ
る
の
だ
。

ド
イ
ツ
人
は
ユ
ダ
ヤ
人
が
彼
等
に
対
し
て
行
っ
た
事
を
決
し
て
許
さ
な
い
。
近
東
で
究
極
的
に
平
和
が
回
帰
し
、
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ

ス
も
心
の
平
和
を
見
出
す
為
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
は
、「
歴
史
に
な
る
」
べ
き
な
の
だ
。
こ
の
様
に
イ
ラ
ン
大
統
領
は
言
っ
て
い
る
し
、
こ

の
事
を
こ
の
詩
人
は
、
玉
ね
ぎ
を
剥
き
な
が
ら
夢
見
て
い
る
の
だ

（
32
）

。
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テ
ィ
ル
マ
ン
・
ク
ラ
ウ
ゼ

文
学
評
論
家
テ
ィ
ル
マ
ン
・
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、「
グ
ラ
ス
の
〝
最
後
の
イ
ン
ク
〞
は
ナ
チ
ス
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
転
換
す
る

（
33
）

」
の
タ
イ

ト
ル
でW

elt
紙
に
グ
ラ
ス
批
判
を
掲
載
し
た
。

何
時
か
発
生
せ
ざ
る
を
得
な
い
反
抗
的
爆
弾
発
言
：
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
の
反
イ
ス
ラ
エ
ル
散
文
詩
「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

事
」
は
、
ナ
チ
ス
用
語
に
完
全
に
調
和
す
る
。

ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
の
詩
「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
」
の
シ
ニ
カ
ル
な
レ
ベ
ル
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
者
は
、
こ
れ
が
反
ユ
ダ

ヤ
主
義
だ
け
で
あ
っ
た
な
ら
と
い
え
る
。
ヘ
ン
リ
ク
・
ブ
ロ
ー
ダ
ー
は
、
何
故
に
西
側
世
界
の
三
大
紙
に
印
刷
さ
れ
た
貧
弱
な
散
文
詩
の

衣
を
ま
と
っ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
に
対
す
る
国
際
政
治
を
変
更
す
る
呼
び
か
け
が
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
的
思
考
方
式
の
証
明
で
あ
る
か
に
つ
い
て
即

座
に
望
ま
し
い
明
確
性
を
以
っ
て
分
析
し
た
。

し
か
し
グ
ラ
ス
が｢

既
に
何
時
も
イ
ス
ラ
エ
ル
人
と
の
問
題｣

を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
ブ
ロ
ー
ダ
ー
が
証
明
で
き
る
よ
う
に
、
イ
ス

ラ
エ
ル
国
家
に
、
又
全
世
界
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
も
、
と
り
た
て
て
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。

詩
の
形
態
に
注
入
さ
れ
た
こ
の
小
説
家
の
主
説
で
驚
く
べ
き
か
つ
恐
る
べ
き
こ
と
は
、
別
の
こ
と
で
あ
る
。｢

言
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と｣

を
よ
り
厳
密
に
読
む
者
は
、
ナ
チ
ス
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
出
自
を
隠
蔽
で
き
な
い
一
連
の
思
考
形
態
及
び
言
語
形
式
を
見
出

し
、
残
念
な
が
ら
、
い
わ
ば
著
者
に
よ
っ
て｢

最
後
の
イ
ン
ク
を
以
っ
て｣

書
か
れ
た
、（
つ
ま
り
死
に
際
の
力
を
振
り
絞
っ
て
遺
言
と
し
て

三
五
〇



ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
六
九
九
）

の
）
こ
の
文
書
が
白
日
下
に
晒
す
も
の
は
、
こ
こ
で
あ
る
人
間
が
そ
の
少
年
時
代
の
知
的
刻
印
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
あ
る
い

は
換
言
す
る
な
ら
ば
、
少
年
時
代
の
知
的
刻
印
が
今
や
ほ
ぼ
八
五
歳
の
高
齢
の
氏
を
決
定
的
に
捕
ま
え
て
い
る
と
言
う
こ
と
な
の
だ

（
34
）

。

今
や
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

テ
キ
ス
ト
全
体
に
わ
た
る
扇
動
的
レ
ト
リ
ッ
ク
、
穿
り
返
す
反
復
的｢

何
故｣

そ
し
て｢

だ
か
ら｣

、
行
初
に
不
断
に
繰
り
替
え
さ
れ

る｢

何
故
私
は
沈
黙
す
る
の
か｣

、｢

何
故
私
は
今
に
な
っ
て
言
う
の
か｣

は
、
ナ
チ
ス
の
言
い
回
し
か
ら
何
時
か
は
生
ぜ
ざ
る
を
得
な
い

周
知
の
爆
弾
用
語
の
典
型
で
、
人
は
あ
ま
り
に
も
長
く
、「
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
体
制
」
あ
る
い
は
選
択
的
に｢

ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
の
恥
の
平
和｣

の
屈
辱
と
抑
圧
を
受
け
入
れ
て
き
た
。
し
か
し
今
や
、
そ
れ
が
で
き
な
い
、
今
や
そ
こ
か
ら
抜
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
生
命
を

失
っ
て
も
（
あ
る
い
は
、｢

刑
罰｣

、〝
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
〞
の
弾
劾
に
陥
っ
て
も
）。

か
く
し
て
一
人
が
全
て
の
為
に
立
ち
上
が
る
。
そ
し
て
グ
ラ
ス
は
、
可
能
な
限
り｢

多
く
の
人
々
を
沈
黙
か
ら
解
放｣

し
よ
う
と
す
る
。

こ
れ
と
同
様
の
行
動
を
ヨ
ー
ゼ
フ
・
ゲ
ッ
ペ
ル
ス
が
ス
ポ
ー
ツ
ホ
ー
ル
で
と
っ
た
。
彼
の
い
わ
ば
長
き
に
渡
っ
て
弾
圧
さ
れ
た
叫
び
は
、

｢

今
や
ド
イ
ツ
国
民
よ
立
ち
上
が
れ
。
突
撃
が
始
ま
る
の
だ
！｣

イ
ラ
ン
の
独
裁
者
を
無
害
な
「
ア
ジ
テ
ー
タ
ー
」
に
し
、
こ
れ
に
対
し
イ
ス
ラ
エ
ル
が
密
に
あ
ら
ゆ
る
統
制
か
ら
逃
れ
る｢

か
の
国｣

と
悪
魔
視
さ
れ
、
そ
の
ひ
そ
か
な
陰
謀
は
、｢

全
て
を
抹
殺
す
る
弾
頭｣
の
作
成
に
耽
る
と
す
る
、「
グ
ラ
ス
に
お
け
る
原
因
と
結
果
の
」

不
条
理
な
転
換
は
、
致
命
的
に
、
そ
の
存
続
が
脅
か
さ
れ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
を
侵
略
者
と
表
示
す
る
パ
レ
ス
チ
ナ
友
好
的
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を

三
五
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
七
〇
〇
）

思
い
起
こ
さ
せ
る

（
35
）

。

本
能
の
力

ナ
チ
ス
の
古
い
文
化
憎
悪
は
、
密
か
に
羨
望
さ
れ
か
つ
賞
賛
さ
れ
る
文
化
的
都
市
を
体
現
す
る
ユ
ダ
ヤ
市
民
を
投
影
し
、
こ
れ
に
対
し

自
ら
に
は
、
本
能
の
力
と｢

健
全
な
人
民
感
覚｣

の
み
を
要
求
で
き
る
。
グ
ラ
ス
が
、（
当
然
無
気
力
な
）
西
側
の｢

偽
善｣

を
残
念
に
思

う
に
対
し
、
中
核
的
ド
イ
ツ
人
た
る
自
ら
に
、「
私
は
こ
こ
に
立
ち
、
そ
れ
以
外
の
事
は
で
き
な
い
」
と
要
求
す
る
場
合
に
、
こ
の
ナ
チ

ス
・
ス
テ
レ
ヲ
タ
イ
プ
が
感
じ
ら
れ
る
の
だ
。

ナ
チ
ス
に
よ
っ
て
好
ま
れ
た
破
滅
隠
喩
、
こ
の
邪
推
、
自
ら
の
政
策
へ
の
対
案
と
し
て
完
全
な
抹
殺
の
み
を
妥
当
さ
せ
る
事
も
、
我
々

が
イ
ス
ラ
エ
ル
に
こ
れ
ま
で
通
り
続
け
さ
せ
、
し
か
も
こ
の
国
に
、
恐
ろ
し
い
こ
と
に
、
ド
イ
ツ
の
潜
水
艦
を
納
入
す
る
場
合
、
我
々
全

て
が
「
生
き
残
り
と
し
て
高
々
註
（
と
な
る
）
に
過
ぎ
な
い
」
と
グ
ラ
ス
が
脅
迫
的
に
予
言
す
る
時
、
既
に
グ
ラ
ス
の
詩
の
冒
頭
に
余
韻

が
見
ら
れ
る
。

文
学
的
に
世
界
的
成
功
を
収
め
る
ば
か
り
か
、
一
九
四
五
年
以
降
中
心
的
に
ド
イ
ツ
の
責
任
と
戦
争
犯
罪
の
解
明
に
寄
与
し
て
き
た
と

主
張
で
き
る
著
者
は
、
ど
う
あ
り
得
る
の
だ
ろ
う
か
。

今
公
表
さ
れ
た
詩
に
お
け
る
如
く
、
こ
の
よ
う
な
人
物
は
、
自
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
知
的
開
示
宣
言
を
ど
の
様
に
許
す
の
だ
ろ
う
か

（
36
）

。

三
五
二



ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
七
〇
一
）

未
だ
取
組
む
べ
き
事
は
い
っ
ぱ
い
あ
る

し
か
し
彼
は
自
ら
に
こ
れ
を
決
し
て｢

許
さ
な｣

か
っ
た
。
し
か
し
多
分
こ
の
長
く
排
除
さ
れ
た
事
が
仕
返
し
し
、
多
分
そ
の
古
い
時

代
に
、
熱
狂
的
ナ
チ
ス
で
あ
っ
た
者
が
裏
口
を
通
っ
て
入
り
込
む
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
人
は
、
ナ
チ
ス
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
立
で
き

な
か
っ
た
、
グ
ラ
ス
、
ヴ
ァ
ル
ザ
ー
、
ヴ
ォ
ル
フ
及
び
他
の
人
々
が
非
文
学
的
両
親
か
ら
生
ま
れ
た
事
実
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

こ
れ
等
の
小
市
民
達
と
小
売
人
達
は
、
ナ
チ
ス
が
共
に
そ
の
「
世
界
帝
国
」
の
構
築
を
考
え
、｢

東
方
の
騎
士
園｣

を
約
束
し
た
環
境

で
あ
る
。
古
い
エ
リ
ー
ト
は
、
褐
色
の
選
民
に
と
っ
て
、
疑
わ
し
い
存
在
で
、
弾
圧
さ
れ
、
可
能
な
場
合
に
は
抹
殺
さ
れ
た
。
し
か
し
グ

ラ
ス
と
ヴ
ァ
ル
ザ
ー
双
方
に
よ
っ
て
、「
ブ
リ
キ
の
太
鼓
」
と
「
湧
き
出
で
る
泉
」
の
中
で
、
明
確
に
記
述
さ
れ
た
こ
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

的
小
市
民
は
、
突
然
政
治
力
あ
る
も
の
と
な
っ
た
。

こ
の
恐
る
べ
き
不
均
衡
を
七
〇
年
前
と
同
様
に
、
グ
ラ
ス
の
思
い
上
が
っ
た
教
師
的
役
割
が
告
げ
て
い
る

（
37
）

。

フ
ラ
ン
ク
・
シ
ル
マ
ッ
ハ
ー

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
、
著
述
家
そ
し
て
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
タ
ー
・
ア
ル
ゲ
マ
イ
ネ
紙
（
Ｆ
Ａ
Ｚ
）
の
共
同
発
行
者
、
フ
ラ

ン
ク･

シ
ル
マ
ッ
ハ
ー
は
、F

A
Z

紙
に
「
グ
ラ
ス
が
我
々
に
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
」
の
タ
イ
ト
ル

（
38
）

で
、
グ
ラ
ス
の
詩
を
論
評
し
て
い
る
。

曰
く
、
グ
ラ
ス
の
詩
は
、
先
ず
目
で
、
そ
れ
か
ら
ド
ラ
イ
バ
ー
を
以
っ
て
読
む
こ
と
が
勧
め
ら
れ
る
。
グ
ラ
ス
の
詩
は
、
イ
ケ
ア
の
本

棚
に
類
似
し
て
い
る
。
紙
の
上
で
は
全
く
容
易
に
見
え
る
が
、
こ
の
完
成
品
を
分
解
す
れ
ば
、
最
早
再
組
立
て
は
不
可
能
だ

（
39
）

。

三
五
三



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
七
〇
二
）

詩
の
裏
に
あ
る
詩

人
は
全
て
の
主
張
と
同
様
に
グ
ラ
ス
の
主
説
を
論
争
対
象
に
で
き
る
。
人
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
国
家
が
平
和
を
危
険
に
晒
す
と
の
テ
ー
ゼ

を
度
外
視
す
れ
ば
、
グ
ラ
ス
が
孤
立
し
た
意
見
を
提
示
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
ダ
ヴ
ィ
ド
・
グ
ロ
ス
マ
ン
は
、
同
紙
（
Ｆ
Ａ

Ｚ
）
に
グ
ラ
ス
に
類
似
す
る
見
解
を
述
べ
て
い
る

（
40
）

。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
リ
ベ
ラ
ル
紙
「
ハ
ア
レ
ス
」
紙
は
、
最
近
イ
ス
ラ
エ
ル
の
予
防
攻
撃

に
対
す
る
ヒ
ラ
リ
ー
・
ク
リ
ン
ト
ン
長
官
の
警
告
を
詳
細
に
引
用
し
た
。
一
瞥
す
れ
ば
、
グ
ラ
ス
の
詩
は
、
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
者
の
世
界

平
和
の
た
め
の
コ
ム
ニ
ケ
で
あ
る

（
41
）

。
し
か
し
ド
ラ
イ
バ
ー
を
以
っ
て
調
べ
る
者
は
、
第
二
の
詩
を
、
し
か
も
西
ド
イ
ツ
の
戦
後
論
議
の
驚

く
べ
き
転
換
を
見
出
す
こ
と
に
な
る
。

こ
の
詩
は
、
メ
ル
ケ
ル
首
相
が
、「
イ
ス
ラ
エ
ル
の
安
全
を
保
護
す
る
事
が
ド
イ
ツ
の
国
家
事
由
の
部
分
で
あ
る
。」
と
す
る
思
考
に
全

面
的
に
対
立
す
る

（
42
）

。

詩
的
ラ
ベ
ル
詐
欺

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
詩
全
体
が
詩
的
ラ
ベ
ル
詐
欺
に
満
ち
て
い
る
。
グ
ラ
ス
は
次
に
様
に
述
べ
る
。

1
．
私
は
余
り
に
も
長
く
沈
黙
し
た
。
し
か
し
今
や
最
早
沈
黙
し
な
い
。

2
．
私
は
刑
罰
の
「
強
制
」
と
不
安
か
ら
し
て
、
沈
黙
し
た
。

3
．
私
は
「
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
」
で
訴
え
ら
れ
た
は
ず
だ
。

4
．
し
か
し
今
や
、
全
人
民
が
根
絶
さ
れ
る
計
画
が
成
さ
れ
る
の
で
、
発
言
す
る
。

三
五
四



ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
七
〇
三
）

こ
こ
で
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
、
イ
ラ
ン
が
重
要
な
の
で
は
な
く
、
役
割
転
換
を
行
う
チ
ャ
ン
ス
を
掴
む
こ
と
が
重
要
な
の
だ

（
43
）

。

ル
サ
ン
チ
マ
ン
の
駄
作

こ
れ
は
、
決
し
て
イ
ス
ラ
エ
ル
、
イ
ラ
ン
及
び
平
和
に
関
す
る
詩
で
は
な
い
。
イ
ラ
ン
の
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
否
定
者
を
詩
行
の
中
で
「
ア

ジ
テ
ー
タ
ー
」
と
し
て
無
視
し
、
し
か
も
同
時
に
イ
ス
ラ
エ
ル
を
世
界
平
和
の
脅
威
と
宣
言
す
る
こ
と
は
、
如
何
に
し
て
可
能
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
は
ル
サ
ン
チ
マ
ン
か
ら
す
る
駄
作
で
あ
り
、
ニ
ー
チ
ェ
が
ル
サ
ン
チ
マ
ン
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
様
に
、
道
徳
的
に
終
生
傷
つ
け

ら
れ
て
い
る
と
感
ず
る
世
代
の
「
虚
構
的
復
讐
」
の
記
録
で
あ
る
。
グ
ラ
ス
は
、
今
や
ド
イ
ツ
が
イ
ス
ラ
エ
ル
を
批
判
す
る
事
が
許
さ
れ

る
か
否
か
に
つ
い
て
の
論
議
が
起
こ
る
こ
と
を
熱
望
し
た
。

し
か
し
こ
の
論
議
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
八
五
歳
に
も
な
る
者
が
そ
の
自
叙
伝
と
の
折
合
い
を
付
け
る
こ
と
の
み
の
た
め
に
、
全
世
界

を
イ
ス
ラ
エ
ル
の
犠
牲
に
す
る
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る
の
か
否
か
の
た
め
に
行
わ
れ
る
べ
き
な
の
だ

（
44
）

。

ヨ
ー
ゼ
フ･

ヨ
ッ
フ
ェ

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
著
述
家
、
国
際
政
治
エ
キ
ス
パ
ー
ト
そ
し
てZ

eit

（
週
刊
）
紙
の
共
同
発
行
者
、
ヨ
ー
ゼ
フ･

ヨ
ッ
フ
ェ
は
、

Z
eit

紙
に
「
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
は
外
へ

（
45
）

」
の
見
出
し
で
、
グ
ラ
ス
の
詩
に
つ
い
て
論
評
し
て
い
る
。

曰
く
、
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
は
、
考
え
、
ジ
ー
ク
ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ト
に
歓
声
を
上
げ
さ
せ
る
よ
う
な
イ
ス
ラ
エ
ル
に
関
す
る
詩
を

書
い
て
い
る
。
何
故
な
ら
、
そ
こ
に
は
氏
の
潜
在
意
識
へ
の
深
い
洞
察
が
存
在
す
る
か
ら
。

三
五
五



政
経
研
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四
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巻
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四
号
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〇
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月
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（
一
七
〇
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）

反
ユ
ダ
ヤ
主
義
は
失
せ
ろ
！　

反
ユ
ダ
ヤ
主
義
は
復
活
し
た
。
両
者
は
正
し
い
。
人
は
、
古
と
新
を
区
別
す
る
た
め
に
、
二
つ
の
形
容

詞
を
挿
入
す
る
だ
け
で
充
分
だ
。

古
い
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
は
、
実
際
に
消
え
、
タ
ブ
ー
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
背
景
に
は
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
が
あ
る
。
狂
気
の
構
造
は
：
ユ
ダ

ヤ
人
そ
れ
自
体
が
悪
な
の
で
、
消
さ
れ
、
追
放
さ
れ
、
あ
る
い
は
殺
戮
さ
れ
る
べ
き
だ
。
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
少
女
の
血
を
種

無
し
パ
ン
に
混
ぜ
て
焼
く
た
め
に
殺
す
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
商
標
は
、
強
欲
、
詐
欺
、
暴
利
で
あ
り
、
そ
の
手
段
は
、
謀
議
お
よ
び
解
体
で
あ

る
。
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
全
能
で
は
な
く
、
つ
ま
り
全
て
の
悪
に
責
任
を
有
す
る
の
で
、
世
界
支
配
を
目
指
す
。
そ
の
最
上
証
明
は
、「
シ
オ

ン
の
知
者
の
議
定
書
」
で
、
こ
れ
は
実
は
ロ
シ
ア
皇
帝
時
代
の
秘
密
警
察
の
駄
作
で
あ
る

（
46
）

。

新
し
い
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
は
グ
ラ
ス
の
詩
か
ら
溢
れ
出
て
い
る
よ
う
に
、
よ
り
複
雑
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
こ
の
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
は
、
強

力
な
タ
ブ
ー
（
恥
と
罪
の
意
識
）
に
よ
っ
て
締
め
付
け
ら
れ
る
潜
在
意
識
に
よ
っ
て
イ
ン
プ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ

の
無
意
識
は
、
フ
ロ
イ
ト
が
教
え
て
い
る
様
に
、
外
へ
出
よ
う
と
す
る
。
偽
善
と
不
誠
実
が
こ
れ
ら
の
道
を
開
く
の
だ
。

人
は
、
予
め
、
公
然
た
る
反
論
と
は
異
な
り
、
文
学
の
自
由
の
保
護
を
要
求
で
き
る
詩
を
書
く
こ
と
に
す
る
。
人
は
こ
れ
に
よ
っ
て
自

己
救
済
す
る
。
当
然
の
事
に
、（
そ
の
武
器
親
衛
隊
キ
ャ
リ
ア
の
百
倍
も
の
重
み
の
あ
る
）「
ブ
リ
キ
の
太
鼓
」
の
著
者
は
、
自
ら
を
反
ユ
ダ
ヤ

主
義
者
と
は
考
え
な
い
。
氏
は
「
イ
ス
ラ
エ
ル
国
家
と
緊
密
な
の
だ
」
と
誓
っ
て
い
る
。
言
わ
ば
、
私
の
最
良
の
友
は
ユ
ダ
ヤ
人
な
の
だ

（
47
）

。

三
五
六



ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
七
〇
五
）

潜
水
艦
交
渉
に
新
味
無
し

グ
ラ
ス
は
言
う
。
私
は
最
早
「
沈
黙
」
で
き
な
い
。（
選
民
の
言
葉
で
は
、「
こ
れ
は
、
未
だ
言
う
事
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。」）
氏
の
、
つ
ま

り
ド
イ
ツ
の
不
幸
へ
の
真
の
責
任
は
、
氏
に
発
言
を
禁
ず
る
全
て
の
人
々
が
担
う
の
だ
。
氏
は
、
こ
れ
ま
で
偽
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

何
故
な
ら
、「
強
制
」
と
「
刑
罰
」
が
氏
を
麻
痺
さ
せ
た
か
ら
だ
。「〝
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
〞
の
弾
劾
は
周
知
の
こ
と
。」
な
の
だ
。
反
ユ
ダ
ヤ

主
義
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
下
劣
な
指
定
、
つ
ま
り
真
実
の
隠
蔽
を
望
む
者
達
の
武
器
と
し
て
の
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
烙
印
が
問
題
な
の

だ
。内

外
の
諸
新
聞
に
送
り
つ
け
た
公
開
の
反
省
に
グ
ラ
ス
を
強
い
た
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
一
見
し
て
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
情
報
：

つ
ま
り
「
更
な
る
潜
水
艦
の
納
入
」
で
あ
る
。
月
並
み
な
背
景
：
二
隻
は
既
に
イ
ス
ラ
エ
ル
が
所
有
。
二
隻
は
建
造
中
。
五
隻
目
は
発
注
。

六
隻
目
の
オ
プ
シ
ョ
ン
を
正
に
イ
ス
ラ
エ
ル
が
行
っ
た
。
こ
れ
は
、
数
十
年
に
わ
た
っ
て
両
国
に
有
用
な
頻
繁
な
兵
器
交
流
の
一
端
で
あ

る
。そ

れ
で
も
な
お
、
ド
イ
ツ
が
常
時
恫
喝
さ
れ
。「
事
に
つ
け
て
は
」、
そ
の
過
去
故
に
、「
釈
明
を
求
め
ら
れ
」
る
の
だ
。
こ
の
ア
ウ
シ
ュ

ヴ
ィ
ッ
ツ
の
棍
棒
は
、
周
知
の
こ
と
で
あ
り
、（
右
翼
）
国
家
民
主
党
（
Ｎ
Ｐ
Ｄ
）
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
見
ら
れ
る
。
こ
れ
に
全
く
新
鮮
な

下
劣
が
、
当
然
な
こ
と
に
、
最
高
の
道
徳
的
憂
慮
の
衣
を
ま
と
っ
て
続
く
。

こ
の
潜
水
艦
の
「
特
性
」
は
、「
全
て
を
抹
殺
す
る
弾
頭
が
、
唯
一
基
す
ら
核
爆
弾
の
存
在
が
証
明
さ
れ
な
い
、
場
に
向
か
っ
て
配
備

さ
れ
て
い
る
」
と
こ
ろ
に
あ
る
。

三
五
七
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し
か
も
こ
れ
が
更
に
次
の
責
任
転
嫁
の
跳
躍
台
と
し
て
利
用
さ
れ
る
。
否
！
イ
ス
ラ
エ
ル
は
潜
水
艦
を
イ
ス
ラ
エ
ル
の
殲
滅
を
約
束
す

る
敵
の
抑
止
目
的
と
す
る
必
要
が
無
い
、
イ
ス
ラ
エ
ル
は
「
殲
滅
し
」、
し
か
も
「
世
界
平
和
を
危
険
に
晒
し
て
い
る
」
か
ら
だ

（
48
）

。

ド
イ
ツ
は
、
二
回
目
の
「
犯
罪
の
供
給
者
」
の
「
共
同
責
任
者
」
と
な
る
。
つ
ま
り
、
第
一
の
最
終
解
決
は
、
ド
イ
ツ
の
計
画
。
第
二

の
計
画
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
が
イ
ラ
ン
人
に
対
し
て
準
備
し
て
い
る
。
…
…

事
態
は
よ
り
深
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
如
何
に
し
て
、
知
的
文
士
が
、
こ
の
よ
う
な
思
想
的
荒
業
を
演
出
で
き
る
の
か
。
如
何
に
し
て
氏

は
、
今
度
は
ユ
ダ
ヤ
人
の
演
出
下
に
次
の
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
を
想
像
で
き
る
の
か
。
氏
は
、
世
界
危
機
を
両
国
（
イ
ス
ラ
エ
ル
＋
イ
ラ
ン
）
の

国
際
的
監
視
に
よ
っ
て
回
避
し
よ
う
と
す
る
。
残
念
な
が
ら
、
イ
ラ
ン
人
が
そ
の
興
味
あ
る
核
武
装
部
分
を
既
存
の
あ
ら
ゆ
る
統
制
の
彼

方
で
、
秘
密
裏
に
、
重
装
備
さ
れ
た
地
下
格
納
庫
で
遂
行
し
て
い
る
事
実
を
グ
ラ
ス
は
認
知
し
て
い
な
い

（
49
）

。

ユ
ダ
ヤ
人
が
責
任
を
と
る

こ
の
よ
う
な
細
目
は
重
要
で
は
な
い
。
と
グ
ラ
ス
は
考
え
る
。
こ
の
た
め
に
は
、
フ
ァ
ス
ビ
ン
ダ
ー
の
一
九
七
五
年
の
演
劇
「
ゴ
ミ
、

町
そ
し
て
死

（
50
）

」
が
参
考
と
な
る
。

キ
リ
ス
ト
教
徒
た
る
不
動
産
投
機
者
ハ
ン
ス･

フ
ォ
ン
・
グ
ル
ッ
ク
は
言
う
。「
ユ
ダ
公
は
、
我
々
か
ら
吸
い
取
る
。
我
々
の
血
を
飲
み
、

我
々
を
不
法
の
座
に
置
く
。
何
故
な
ら
、
彼
は
ユ
ダ
公
で
あ
り
、
我
々
が
罪
を
担
う
か
ら
だ
。
彼
が
来
た
所
に
留
ま
る
か
、
あ
る
い
は

我
々
が
ガ
ス
殺
戮
し
て
い
た
ら
、
今
時
も
っ
と
よ
く
眠
れ
た
は
ず
だ
。
こ
れ
は
笑
い
話
で
は
な
く
、
私
の
考
え
な
の
だ
。」

三
五
八



ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
七
〇
七
）

つ
ま
り
潜
水
艦
が
需
要
な
の
で
は
な
い
。
罪
の
入
れ
替
え
と
自
ら
の
負
担
軽
減
が
重
要
な
の
だ
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
心
理
学
者
ツ
ィ

ヴ
ィ
・
レ
ク
ス
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
：「
ド
イ
ツ
人
は
、
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
で
ユ
ダ
ヤ
人
を
決
し
て
許
さ
な
い
。」
何
故
な
ら
そ
の

存
在
だ
け
で
、
グ
ラ
ス
と
罪
無
き
後
誕
生
者
に
対
す
る
永
遠
の
告
訴
を
意
味
す
る
か
ら
だ
。「
ユ
ダ
公
」
は
、
諸
タ
ブ
ー
に
囲
ま
れ
て
お
り
、

国
家
と
な
っ
た
「
ユ
ダ
公
」
イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
行
動
す
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
ユ
ダ
公
は
、
我
々
を
貶
め
、

か
つ
我
々
か
ら
潜
水
艦
を
騙
し
取
る
た
め
に
、
不
断
に
「
釈
明
を
求
め
る
」
べ
き
で
は
な
い
。
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
我
々
が
行
っ
た
こ
と
を
や

ろ
う
と
し
て
い
る
。
ガ
ザ
は
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
・
ゲ
ッ
ト
ー
で
あ
り
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
核
爆
弾
は
、
今
回
は
イ
ス
ラ
エ
ル
製
で
ム
ス
リ
ム
の

た
め
に
予
約
さ
れ
た
新
た
な
最
終
解
決
な
の
だ
。

ユ
ダ
公
が
罪
を
担
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
道
徳
的
請
求
書
は
充
足
さ
れ
、
ナ
チ
ス
の
人
道
犯
罪
は
ベ
ル
リ
ン
か
ら
テ
ル
ア
ビ
ブ
に
転
換
す

る
。
し
か
も
グ
ラ
ス
は
道
徳
的
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
な
る
が
、
イ
ス
ラ
エ
ル
が
世
界
地
図
か
ら
消
え
る
こ
と
が
最
高
で
あ
る
。
こ
れ
を
主
張
す

る
者
は
、
グ
ラ
ス
で
は
な
く
、
ア
ー
マ
デ
ィ
ネ
ジ
ャ
ド
で
あ
る
。
こ
の
運
命
は
イ
ス
ラ
エ
ル
が
そ
の
抑
止
力
を
失
う
こ
と
に
で
も
な
れ
ば
、

帰
結
を
も
た
ら
す
。
ド
イ
ツ
の
潜
水
艦
は
、
詩
人
グ
ラ
ス
が
主
唱
し
て
い
る
よ
う
な
謀
議
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
潜
水
艦
は
、
グ
ラ
ス
が

「
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
」
国
の
終
わ
り
に
つ
い
て
涙
を
流
す
（
か
も
し
れ
な
い
）
第
二
の
詩
を
阻
止
す
る
も
の
な
の
だ

（
51
）

。

ロ
ル
フ
・
ホ
ッ
ホ
フ
ー
ト

一
九
三
一
年
生
ま
れ
で
、【
神
の
】
代
理
人
の
著
作
で
著
名
な
ロ
ル
フ
・
ホ
ッ
ホ
フ
ー
ト
は
、
グ
ラ
ス
を
痛
烈
に
批
判
す
る
。

曰
く
、
詩
は
時
に
は
そ
の
作
家
が
気
付
く
以
上
に
強
烈
に
表
現
す
る
事
を
唆
す
。
こ
の
よ
う
に
イ
ス
ラ
エ
ル
の
ネ
タ
ニ
ャ
フ
首
相
は

三
五
九
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「
グ
ラ
ス
が
唯
一
の
ユ
ダ
ヤ
人
国
家
を
世
界
平
和
に
対
す
る
最
大
の
脅
威
と
看
做
し
、
し
か
も
こ
れ
に
自
衛
の
権
利
を
認
め
な
い
事
を
私

は
驚
か
な
い
。」
と
コ
メ
ン
ト
す
る
。

グ
ラ
ス
よ
、
君
に
問
う
。
君
は
我
々
の
総
統
が
一
九
三
九
年
九
月
一
日
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
へ
の
戦
争
宣
言
に
際
し
て
、
世
界
史
上
の
大
量

殺
戮
者
の
中
で
最
も
正
直
な
者
と
し
て
、「
欧
州
の
ユ
ダ
ヤ
人
種
の
抹
殺
」
を
事
前
公
表
し
た
事
を
聞
い
た
か
。
そ
れ
以
来
、
イ
ラ
ン
以

外
の
国
か
ら
、
同
一
内
容
の
恫
喝
を
聞
い
た
事
が
あ
る
か
。
ネ
タ
ニ
ヤ
フ
氏
は
正
し
い
。
イ
ラ
ン
は
公
然
と
イ
ス
ラ
エ
ル
の
抹
殺
を
以
っ

て
恫
喝
し
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
を
否
定
す
る
。
だ
か
ら
首
相
は
、
君
の
イ
ス
ラ
エ
ル
と
イ
ラ
ン
の
同
置
を
「
恥
ず
べ
き
不
道
徳
」
と
看
做
す

の
だ
。

疑
い
な
く
そ
の
通
り
な
の
だ
！
君
よ
り
も
四
歳
し
か
若
く
な
い
私
も
、
一
四
歳
ま
で
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
少
年
団
員
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
二

日
後
に
、
ヘ
ッ
セ
ン
は
ア
メ
リ
カ
軍
に
よ
っ
て
解
放
さ
れ
た
。
私
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
人
に
小
国
と
し
て
近
隣
核
保
有
国
に
よ
っ
て
一
夜
に

し
て
抹
殺
さ
れ
る
事
に
対
す
る
唯
一
の
確
実
な
安
全
を
可
能
に
す
る
ド
イ
ツ
製
潜
水
艦
の
購
買
を
禁
止
す
る
君
の
巧
妙
な
偽
善
が
ド
イ
ツ

人
と
し
て
恥
か
し
い
。

君
は
自
発
的
に
成
っ
た
者
に
留
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
六
〇
年
に
わ
た
っ
て
沈
黙
し
て
い
た
親
衛
隊
員
で
あ
る
。
君
は
そ
れ
で
も
、
ア

メ
リ
カ
大
統
領
と
手
に
手
を
と
っ
て
、
四
〇
名
の
親
衛
隊
員
も
埋
葬
さ
れ
て
い
る
軍
人
墓
場
を
訪
問
し
た
事
を
以
っ
て
、
コ
ー
ル
首
相
に

野
卑
な
言
葉
を
浴
び
せ
た
。
君
ほ
ど
に
完
璧
な
偽
善
者
は
い
な
か
っ
た

（
51a
）

。

ダ
ニ
エ
ル
・
ジ
ョ
ナ
ー
・
ゴ
ー
ル
ド
ハ
ー
ゲ
ン
（
ユ
ダ
ヤ
系
ア
メ
リ
カ
人
政
治
・
歴
史
学
者
）

ゴ
ー
ル
ド
ハ
ー
ゲ
ン
は
、
グ
ラ
ス
の
「
詩
」
を
厳
し
く
批
判
す
る
。
曰
く
、「
自
ら
の
ナ
チ
ス
の
過
去
と
自
国
の
偽
造
者
と
し
て
、
つ

三
六
〇



ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
七
〇
九
）

ま
り
六
百
万
人
の
ド
イ
ツ
捕
虜
（
こ
の
魔
術
的
数
に
注
目
！
）
が
ロ
シ
ア
捕
虜
収
容
所
で
死
ん
だ
と
す
る
嘘
の
流
布
に
よ
っ
て
グ
ラ
ス
の
道

徳
的
及
び
知
的
権
威
は
、
こ
の
関
連
で
ゼ
ロ
に
等
し
く
な
っ
た
。
…
…
ド
イ
ツ
や
ほ
か
の
国
に
お
い
て
も
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
つ
い
て
真
実

を
言
っ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
者
に
よ
っ
て
流
布
さ
れ
て
い
る
見
解
が
広
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル

の
核
兵
器
を
指
し
て
い
る
〝
一
般
的
沈
黙
〞
に
関
す
る
グ
ラ
ス
の
主
張
と
同
様
に
間
違
っ
て
い
る
。
何
故
な
ら
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
兵
器
の

存
在
に
関
し
て
は
、
誰
で
も
が
知
っ
て
お
り
、
し
か
も
頻
繁
に
論
議
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
は
頻
繁
に
、
そ
の
実
際
の

行
動
に
対
し
て
も
、
又
主
張
さ
れ
て
い
る
行
動
に
対
し
て
も
、
ア
メ
リ
カ
・
メ
デ
ィ
ア
、
ド
イ
ツ
・
メ
デ
ィ
ア
そ
し
て
自
国
メ
デ
ィ
ア
で

批
判
さ
れ
て
い
る
。
グ
ラ
ス
の
詩
は
、
事
前
に
検
閲
さ
れ
た
意
識
の
表
明
で
も
、
一
般
的
慣
例
と
の
勇
気
あ
る
断
絶
の
表
明
で
も
な
く
、

む
し
ろ
こ
の
慣
例
の
狡
猾
な
表
明
に
他
な
ら
な
い
。
間
も
な
く
完
成
す
る
現
代
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
に
関
す
る
著
作
の
作
家
と
し
て
の
私
に
明

ら
か
に
な
っ
た
事
実
は
、
ド
イ
ツ
と
欧
州
で
公
然
た
る
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
成
否
は
ど
う
で
あ
れ
、
そ

の
こ
と
は
イ
ス
ラ
エ
ル
批
判
に
も
該
当
す
る
。
ド
イ
ツ
と
欧
州
に
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
が
ナ
チ
ス
に
類
似
す
る
国
家
で
あ
る
と
の
見
解
が
広

ま
っ
て
い
る
。
同
様
に
イ
ス
ラ
エ
ル
が
パ
レ
ス
チ
ナ
人
に
対
す
る
殲
滅
戦
争
を
遂
行
し
て
い
る
と
の
見
解
も
広
く
行
き
渡
っ
て
い
る
。
世

論
調
査
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
人
の
四
〇
％
か
ら
五
〇
％
が
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
こ
の
思
考
の
異
常
性
は
、
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

…
…
ド
イ
ツ
人
の
記
憶
に
ど
ど
め
る
べ
き
事
実
を
要
約
す
る
な
ら
ば
、
欧
州
の
全
て
の
ユ
ダ
ヤ
人
を
消
滅
さ
せ
る
計
画
の
下
に
、
死
の
工

場
を
構
築
し
六
百
万
人
の
ユ
ダ
ヤ
人
と
数
百
万
人
の
非
ユ
ダ
ヤ
人
を
殺
戮
し
た
。
…
…
更
に
ド
イ
ツ
人
に
記
憶
に
と
ど
め
る
べ
き
事
実
は
、

一
九
九
〇
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
の
間
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
占
領
下
に
あ
る
パ
レ
ス
チ
ナ
人
の
人
口
は
、
二
倍
以
上
と
な
っ
て
い
る
。
何
た
る

殲
滅
戦
争
な
の
か
？
イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
る
ガ
ザ
地
区
を
含
む
パ
レ
ス
チ
ナ
地
域
の
占
領
政
策
の
批
判
は
、
正
当
で
あ
り
得
る
。
し
か
し
イ

ス
ラ
エ
ル
を
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
と
の
比
較
・
同
置
は
全
く
無
意
味
な
こ
と
だ

（
51b
）

。」

三
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マ
ル
セ
ル
・
ラ
イ
ヒ
│

ラ
ニ
ツ
キ

現
ド
イ
ツ
で
最
も
影
響
力
の
あ
る
文
学
評
論
家
マ
ル
セ
ル
・
ラ
イ
ヒ
│

ラ
ニ
ツ
キ
は
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
タ
ー
・
ア
ル
ゲ
マ
イ
ネ
紙
（
Ｆ

Ａ
Ｚ
）
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

（
52
）

で
、
グ
ラ
ス
の
詩
を
「
忌
ま
わ
し
い
詩
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

曰
く
、
こ
れ
は
、
全
て
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
計
画
的
攻
撃
で
あ
る
。
ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
で
は
、
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
の
企
画
し
た
記

念
碑
に
「
ギ
ュ
ン
タ
ー
！
口
を
噤
め
」
と
ペ
ン
キ
が
塗
ら
れ
た
。

マ
ル
セ
ル
・
ラ
イ
ヒ
│

ラ
ニ
ツ
キ
は
、
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
を
そ
の
イ
ス
ラ
エ
ル
詩
『
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
』
に
対
し
鋭
く

攻
撃
し
た
。
ラ
イ
ヒ
│

ラ
ニ
ツ
キ
は
、「
こ
れ
は
政
治
的
及
び
文
学
的
に
価
値
の
な
い
忌
わ
し
い
詩
で
あ
る
」
と
述
べ
た
。

ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
受
賞
者
は
「
世
界
を
逆
さ
に
し
て
い
る
」。
イ
ラ
ン
は
イ
ス
ラ
エ
ル
を
抹
殺
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
を
イ
ラ
ン

大
統
領
は
再
三
に
わ
た
っ
て
宣
言
し
、
し
か
も
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
は
、
そ
の
反
対
を
作
詞
し
て
い
る
。
こ
の
様
な
発
表
を
す
る
こ
と

は
卑
劣
で
あ
る
。
ラ
イ
ヒ
│

ラ
ニ
ツ
キ
は
強
調
す
る
。

曰
く
、
こ
の
詩
は
イ
ス
ラ
エ
ル
ば
か
り
か
、
全
て
の
ユ
ダ
ヤ
人
へ
の
計
画
的
攻
撃
で
あ
る
。
グ
ラ
ス
は
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
者
で
は
な
い
が
、

ド
イ
ツ
住
民
の
中
に
あ
る
反
ユ
ダ
ヤ
的
傾
向
に
標
的
を
定
め
た
役
割
を
演
じ
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の
詩
は
私
を
不
安
に
も
し
て
い
る

（
53
）

。

三
六
二



ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
七
一
一
）

イ
ラ
ン
：
西
側
の
『
暗
黙
の
良
心
』
を
覚
醒
さ
せ
る

グ
ラ
ス
の
詩
へ
の
礼
賛
は
テ
ヘ
ラ
ン
か
ら
来
た
。
イ
ラ
ン
の
文
化
副
大
臣
は
、
争
い
の
あ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
詩
に
対
し
て
グ
ラ
ス
を
称
賛

し
た
。
シ
ャ
マ
ク
ダ
リ
副
大
臣
に
よ
れ
ば
、
グ
ラ
ス
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
人
間
的
及
び
歴
史
的
責
任
を
模
範
的
に
果
た
し
、
こ
の
詩
人

に
よ
る
真
実
の
暴
露
は
、
西
側
の
『
暗
黙
の
良
心
』
を
覚
醒
さ
せ
た
。
…
…

グ
ラ
ス
は
、
そ
の
詩
『
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
』
の
中
で
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
対
し
、
イ
ラ
ン
に
対
す
る
そ
の
政
策
を
以
て
平
和

を
危
険
に
陥
れ
る
と
非
難
し
た
。

そ
の
詩
の
中
で
、
グ
ラ
ス
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
が
『
イ
ラ
ン
領
域
で
原
子
爆
弾
の
構
築
が
推
定
さ
れ
て
い
る
が
故
に
、
ア
ジ
テ
ー
タ
ー
に

支
配
さ
れ
、
組
織
的
熱
狂
へ
と
操
作
さ
れ
た
イ
ラ
ン
人
民
を
消
去
り
得
る
』
第
一
攻
撃
権
を
要
求
し
て
い
る
と
書
い
て
い
る

（
54
）

。

曰
く
、
グ
ラ
ス
は
、
ド
イ
ツ
の
犯
罪
、
そ
し
て
自
ら
の
「
兵
器
親
衛
隊
活
動
」
の
「
鉛
の
衣
」
か
ら
自
己
を
解
放
し
よ
う
と
し
た

（
55
）

。

ヴ
ォ
ル
フ
・
ビ
ア
マ
ン
（
作
家
・
作
詞
・
作
曲
家
・
歌
手
）

ビ
ア
マ
ン
は
、W

elt 

紙
で
の
エ
ッ
セ
イ

（
55a
）

の
中
で
、
グ
ラ
ス
の
詩
に
つ
い
て
、「
こ
れ
は
詩
で
は
な
い
。」
と
批
判
の
矛
先
を
む
け
る
。

曰
く
、
ユ
ダ
ヤ
人
国
家
イ
ス
ラ
エ
ル
、
し
か
も
同
時
に
西
ヨ
ル
ダ
ン
の
パ
レ
ス
チ
ナ
人
、
ガ
ザ
地
区
の
空
の
上
に
、
し
ば
ら
く
前
な
ら
、

原
子
爆
弾
の
危
険
が
迫
っ
て
い
る
。
そ
の
爆
弾
の
頭
文
字
が
〝
Ａ
〞
で
、
ア
ー
マ
ド
ネ
ジ
ャ
ド
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
大
爆
弾
は
、

“L
ittle B

oy ”

と
言
わ
れ
た
広
島
級
爆
弾
で
は
な
く
、
一
発
で
、
未
解
決
の
近
東
紛
争
の
最
終
解
決
問
題
を
終
わ
ら
せ
得
る
。
…
…
私
は

三
六
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最
近
妻
と
娘
と
一
緒
に
イ
ス
ラ
エ
ル
の
友
人
を
訪
問
し
た
。

イ
ス
ラ
エ
ル
で
は
、
頻
繁
に
イ
ラ
ン
の
爆
弾
の
危
険
に
つ
い
て
話
し
合
わ
れ
て
い
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
再
三
に
わ
た
っ
て
脅
さ
れ
て
い

る
イ
ス
ラ
エ
ル
国
家
の
殲
滅
を
恐
れ
て
い
る
。

し
か
も
今
何
が
起
こ
っ
た
の
か
。
ド
イ
ツ
か
ら
ペ
サ
ッ
ハ
祭
り
に
極
め
て
不
愉
快
な
ニ
ュ
ー
ス
が
到
来
し
た
。
ド
イ
ツ
の
恐
ろ
し
い
悪

臭
爆
弾
が
落
と
さ
れ
た
の
だ

（
55b
）

。

ド
イ
ツ
と
イ
ス
ラ
エ
ル
は
相
互
に
繋
が
れ
て
い
る

我
が
悪
友
グ
ラ
ス
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
対
立
し
、
し
か
も
ア
ー
マ
ド
ネ
ジ
ャ
ド
の
た
め
に
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
満
ち
た
詩
を
公
表
し
た
。

…
…私

は
こ
の
挑
戦
的
作
品
を
三
回
読
ん
だ
。
そ
し
て
三
つ
の
言
葉
を
私
は
思
い
出
す
。
そ
れ
は
、「
良
い
」、「
苦
痛
」、「
可
哀
そ
う
」
で

あ
る
。

1
．
賢
明
な
グ
ラ
ス
は
、
私
が
未
だ
東
ベ
ル
リ
ン
に
生
活
し
た
時
は
、
良
か
っ
た
。

2
．
馬
鹿
な
グ
ラ
ス
は
、
再
統
合
（W

iedervereinigung

）
の
語
を
〝
ｅ
〞
無
き
〝
ｉ
〞
で
書
い
て
（W

idervereinigung

＝
統
合
反
対
）

私
に
苦
痛
を
与
え
た
。

3
．
混
乱
し
た
グ
ラ
ス
は
、
す
っ
か
り
分
別
を
な
く
し
て
以
来
、
可
哀
そ
う
で
あ
る
。

三
六
四



ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
七
一
三
）

ド
イ
ツ
と
イ
ス
ラ
エ
ル
は
比
較
可
能
で
あ
る
。
何
故
な
ら
両
国
は
根
本
的
に
異
な
っ
て
お
り
、
同
時
に
シ
ョ
ア
を
通
し
て
相
互
に
繋
が

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
私
に
と
っ
て
単
純
な
原
則
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
人
は
第
二
次
世
界
大
戦
以
来
あ
れ
こ
れ
し
よ
う
と
す
る
が
、

決
し
て
再
び
犯
行
者
に
な
ろ
う
と
は
し
な
い
。
ユ
ダ
ヤ
人
は
あ
れ
こ
れ
な
ろ
う
と
す
る
が
、
決
し
て
犠
牲
者
に
な
ろ
う
と
は
し
な
い
。
そ

の
こ
と
は
、
諸
民
族
に
も
、
個
々
の
人
間
に
も
該
当
す
る
。
正
に
誰
も
が
誤
り
の
集
積
を
有
し
て
い
る
。

ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
が
若
者
と
し
て
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
兵
器
親
衛
隊
の
中
で
戦
っ
た
こ
と
は
、
火
傷
し
た
子
供
で
あ
り
、
私
を
驚
か
せ

る
も
の
で
は
な
い
。
氏
が
こ
の
月
並
み
な
恥
を
老
人
と
し
て
初
め
て
明
か
し
た
こ
と
は
、
よ
く
理
解
で
き
る
。
氏
が
こ
の
開
示
を
巧
妙
に

も
期
待
し
て
い
た
ノ
ー
ベ
ル
賞
後
ま
で
待
っ
た
こ
と
は
、
ス
エ
ー
デ
ン
に
お
け
る
慢
性
の
善
人
を
知
っ
て
い
る
全
て
に
と
っ
て
不
思
議
な

こ
と
で
は
な
い

（
55c
）

。

グ
ラ
ス
の
意
見
は
そ
の
当
然
の
権
利

氏
が
中
近
東
に
お
け
る
唯
一
の
民
主
制
た
る
ユ
ダ
ヤ
人
国
家
を
イ
ラ
ン
に
お
け
る
血
に
塗
ら
れ
た
独
裁
制
と
同
置
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
、

小
説
家
に
対
し
、
虚
栄
の
市
場
の
論
争
に
お
け
る
気
ま
ま
な
方
向
転
換
と
し
て
大
目
に
見
ら
れ
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
起
こ
る
の
だ
。

芸
術
家
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
ア
イ
デ
ア
が
浮
か
ば
な
い
場
合
、
若
干
の
人
は
、
グ
ラ
ス
の
様
に
、
不
自
然
な
タ
ブ
ー
破
り
を
試
み
る
の
だ
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
私
は
、
氏
の
イ
ス
ラ
エ
ル
に
関
す
る
無
知
か
ら
す
る
旧
式
の
虚
偽
の
権
利
さ
え
擁
護
す
る
。
私
は
、
我
々
す
べ
て
を
生

か
す
言
論
の
自
由
の
名
に
お
い
て
、
氏
を
重
い
心
で
擁
護
す
る
。
氏
が
短
略
な
怒
り
に
ま
か
せ
て
三
、
四
回
に
わ
た
り
、
つ
い
に
口
を
開

三
六
五
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き
、
勇
気
あ
る
仕
立
て
屋
で
あ
る
こ
と
を
自
慢
し
て
も
、
民
主
体
制
に
お
い
て
は
、
幸
い
な
こ
と
に
、
金
を
と
ら
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な

い
。
氏
が
世
界
に
対
し
、
つ
い
に
は
民
主
国
家
イ
ス
ラ
エ
ル
が
数
十
年
前
か
ら
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
と
全
く
同
様
に
、

核
兵
器
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
平
凡
な
真
実
を
述
べ
る
場
合
、
氏
は
公
開
秘
密
を
漏
ら
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
イ
ス
ラ
エ
ル
で
私
と
話
す
全
て
の
人
々
は
同
じ
こ
と
を
話
す
。
イ
ラ
ン
の
核
工
場
に
対
す
る
攻
撃
は
、
極
め
て
危
険
な
ば
か
り
か

意
味
が
な
い
。
何
故
な
ら
こ
の
よ
う
な
軍
事
攻
撃
は
問
題
を
解
決
せ
ず
、
先
送
り
す
る
だ
け
で
、
し
か
も
長
期
的
に
は
先
鋭
化
す
る
か
ら

だ
。
こ
の
事
実
を
知
り
、
か
つ
公
然
と
発
言
す
る
者
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
小
説
家
、
ア
モ
ス
・
オ
ズ
、
マ
イ
ア
ー
・
シ
ャ
レ
フ
お
よ
び
ダ

ヴ
ィ
ド
・
グ
ロ
ス
マ
ン
、
そ
し
て
怒
れ
る
詩
人
、
ナ
タ
ン
・
ツ
ァ
ッ
ハ
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
の
ネ
オ
ナ
チ
達
が
グ
ラ
ス
を
抱
き
し
め
る
事
実
が
こ
の
作
家
を
ナ
チ
に
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
グ
ラ
ス
は
、
決
し
て
ナ
チ
ス
で

は
な
か
っ
た
し
、
一
九
四
四
年
若
い
親
衛
隊
員
と
し
て
も
フ
ァ
シ
ス
ト
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
イ
ラ
ン
の
宣
伝
機
関
が
氏
を
賛
美
す
る

と
し
て
も
、
そ
の
事
は
、
氏
を
タ
ー
バ
ン
の
中
の
爆
弾
を
伴
っ
た
モ
ス
レ
ム
マ
ン
ガ
に
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
全
て
が
、
そ
ん
な

に
深
刻
な
こ
と
で
は
な
い
の
だ

（
55d
）

。

詩
の
女
神
は
笑
い
転
げ
る

そ
れ
で
も
な
お
、
親
愛
な
る
グ
ラ
ス
よ
、
コ
メ
ン
ト
は
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
は
詩
で
は
な
い
。
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
が
そ
の
不
器
用
な
散
文
詩
を
最
後
に
切
り
刻
み
、
我
々
に
対
し
て
、
そ
の
文
字
破
片
を

三
六
六



ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
七
一
五
）

上
下
に
設
定
し
、
し
か
も
人
類
に
自
由
な
リ
ズ
ム
と
し
て
、
無
韻
の
抒
情
詩
と
し
て
売
り
出
す
こ
と
は
、
グ
ラ
ス
の
侮
辱
的
な
ほ
ら
事
に

他
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
文
学
的
死
罪
に
値
す
る
。

小
説
に
つ
い
て
私
は
理
解
が
少
な
い
、
あ
ま
り
に
理
解
が
少
な
い
。
し
か
し
詩
に
つ
い
て
、
も
し
そ
れ
が
私
に
と
っ
て
異
様
で
、
あ
る

い
は
腹
立
た
し
い
仕
草
で
描
か
れ
る
場
合
に
、
私
も
気
付
く
の
だ
。
し
か
し
グ
ラ
ス
の
怒
り
の
爆
発
は
、
氏
が
間
違
っ
て
い
よ
う
が
正
し

か
ろ
う
が
、
深
く
あ
る
い
は
浅
薄
に
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
詩
（G

edicht

）
で
は
な
く
、
考
え
ら
れ
た
も
の
（G

edacht

）
で
あ
る
。

ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
は
、
若
い
こ
ろ
に
有
力
な
小
説
家
で
あ
っ
た
。
し
か
し
氏
は
、
そ
の
遅
い
試
み
を
以
て
し
て
も
詩
人
と
は
な
ら

な
い
だ
ろ
う
。

今
や
全
て
が
氏
を
攻
撃
す
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
、
版
を
享
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
政
治
家
達
は
再
選
を
果
た
そ
う
と
し
、
氏
の

同
僚
達
は
、
真
の
妬
み
と
怒
り
か
ら
、
攻
撃
す
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
氏
の
賛
美
者
達
は
、
驚
愕
し
て
氏
か
ら
離
れ
る
。
そ
し
て
氏
は
、
反

抗
的
に
自
ら
を
守
り
、
そ
し
て
反
抗
的
に
そ
の
ノ
ー
ベ
ル
威
信
の
中
に
閉
じ
こ
も
る
。

し
か
し
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
は
、
最
悪
の
悪
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
。
詩
の
女
神
、
美
し
き
エ
ラ
ト
は
、
こ
の
鈍
感
な
政
治
ゲ
テ
モ
ノ

に
つ
い
て
の
笑
い
と
痛
み
で
転
げ
ま
わ
る
の
だ

（
55e
）

。

三
六
七



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
七
一
六
）

イ
ン
ゴ
・
シ
ュ
ル
ツ
ェ

作
家
イ
ン
ゴ
・
シ
ュ
ル
ツ
ェ
は
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
タ
ー
・
ア
ル
ゲ
マ
イ
ネ
紙
（
Ｆ
Ａ
Ｚ
）
の
中
で
「
解
決
は
、
全
面
的
軍
縮
の
み
が
も

た
ら
し
得
る

（
56
）

」
の
見
出
し
で
、
グ
ラ
ス
を
擁
護
す
る
極
め
て
少
な
い
者
達
の
一
人
と
し
て
、
論
陣
を
展
開
す
る
。

「
ド
ュ
ル
ス
・
グ
リ
ュ
ン
バ
イ
ン

（
57
）

へ
の
反
論
」
の
形
式
で
イ
ン
ゴ
・
シ
ュ
ル
ツ
ェ
は
、
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
の
詩
に
関
す
る
論
争
が

ド
イ
ツ
の
闘
争
文
化
に
つ
い
て
多
く
を
述
べ
て
い
る
と
し
て
、
以
下
の
様
に
述
べ
る
。

考
え
ら
れ
な
い
こ
と
が
予
測
さ
れ
た
事
象
と
な
る

対
話
の
拒
否
は
、
個
人
的
に
辛
い
。
同
時
に
私
に
と
っ
て
、
グ
ラ
ス
の
詩
を
巡
る
論
争
に
対
し
て
、
し
か
も
我
々
に
係
る
事
項
に
つ
い

て
公
開
で
論
争
す
る
こ
と
の
困
難
に
対
し
象
徴
的
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
、
人
が
『
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
』
に
何
を
対

峙
し
得
る
に
し
て
も
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
、
戦
争
し
か
も
ド
イ
ツ
に
も
直
接
的
・
間
接
的
に
係
る
戦
争
の
危
険
に
つ
い
て
、
政
治
家
の
発

言
に
よ
っ
て
到
達
す
る
よ
り
も
は
る
か
に
広
い
公
衆
に
到
達
す
る
チ
ャ
ン
ス
を
提
供
す
る
か
ら
で
あ
る
。
討
論
の
中
で
、
コ
ン
テ
キ
ス
ト

の
欠
落
と
し
て
非
難
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
存
続
権
に
於
け
る
イ
ス
ラ
エ
ル
の
脅
威
が
補
足
さ
れ
、
誇
張
さ
れ
、
あ
る
い
は
間
違
っ
て

い
る
と
さ
れ
る
こ
と
が
よ
り
詳
細
に
把
握
さ
れ
え
る
。
し
か
し
同
時
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
が
イ
ラ
ン
の
核
施
設
を
破
壊
す
る
為
に
い
わ
ゆ
る

予
防
攻
撃
を
計
画
し
て
い
る
こ
と
、
し
か
も
ド
イ
ツ
が
兵
器
納
入
を
通
し
て
こ
れ
に
間
接
的
に
参
加
し
て
い
る
事
実
も
排
除
で
き
な
い
こ

と
も
重
要
で
あ
る
。

三
六
八



ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
七
一
七
）

こ
の
様
な
攻
撃
が
如
何
な
る
帰
結
を
伴
う
か
に
つ
い
て
は
何
人
も
確
実
に
言
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
攻
撃

は
破
滅
的
で
あ
ろ
う
。
例
え
核
の
破
滅
が
回
避
さ
れ
た
と
し
て
も
、
こ
の
計
画
さ
れ
て
い
る
予
防
攻
撃
は
、
有
効
で
は
な
く
、
し
か
も
唾

棄
す
べ
き
手
段
で
あ
る
事
実
は
変
わ
ら
な
い
。
テ
レ
ビ
報
道
で
拡
散
さ
れ
た
イ
ラ
ク
核
施
設
の
写
真
は
、
イ
ラ
ク
戦
争
の
前
地
で
見
た
写

真
を
想
い
起
さ
せ
る
。
望
む
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
写
真
の
再
現
は
、
予
防
戦
争
へ
の
思
惑
に
対
し
て
考
え
ら
れ
な
い
事
が

正
に
予
測
さ
れ
る
結
果
と
す
る
慣
れ
と
言
う
結
果
と
為
る

（
58
）

。

ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
は
最
早
人
と
し
て
尊
敬
さ
れ
な
い
攻
撃
対
象
か

当
然
の
こ
と
に
イ
ラ
ン
が
核
兵
器
保
有
国
と
な
る
事
は
誰
も
が
望
ん
で
い
な
い
。
し
か
し
問
題
は
、
如
何
に
し
て
こ
の
目
標
へ
の
到
達

が
可
能
か
で
あ
る
。
我
々
は
、
一
方
で
核
兵
器
の
兵
器
庫
を
容
認
し
│
今
日
ま
で
正
式
に
は
存
在
し
な
い
│
、
他
方
か
ら
は
こ
れ
を
行
わ

な
い
こ
と
を
要
求
す
る
の
か
。
解
決
は
、
全
面
的
軍
縮
と
強
者
で
あ
る
限
り
攻
撃
を
控
え
る
こ
と
に
固
執
す
る
こ
と
で
し
か
あ
り
得
な
い
。

…
…イ

ラ
ン
へ
の
攻
撃
は
、
イ
ラ
ン
の
野
党
を
益
々
脆
弱
化
す
る
。
し
か
し
内
部
か
ら
の
持
続
的
変
化
が
、
永
続
的
こ
の
地
域
に
平
和
を
も

た
ら
し
得
る
。
し
か
も
我
々
が
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
事
実
は
、
住
民
を
自
ら
の
所
有
者
の
如
く
扱
う
イ
ラ
ン
現
政
権
に
西
側
も
そ
の
共
同

責
任
を
担
っ
て
い
る
事
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
民
主
的
に
選
挙
さ
れ
た
モ
ハ
マ
ド
・
モ
サ
デ
ッ
グ
首
相
の

一
九
五
六
の
転
覆
と
シ
ャ
ー
の
就
任
無
し
に
は
、
多
分
イ
ラ
ン
の
現
在
と
ホ
メ
イ
ニ
は
無
く
て
済
ま
さ
れ
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
対
す
る
そ
の
責
任
、
そ
し
て
パ
レ
ス
チ
ナ
人
お
よ
び
こ
の
地
域
の
諸
国
に
対
す
る
責
任
に
基
づ
き
、
思
慮

三
六
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
七
一
八
）

無
き
、
し
か
も
無
条
件
の
兵
器
供
給
を
許
可
し
な
い
義
務
が
あ
る
。
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
の
テ
キ
ス
ト
は
、
こ
れ
ら
の
諸
問
題
に
つ
い

て
賛
同
又
は
反
対
の
発
言
を
行
う
為
の
動
因
と
成
り
得
る
。

私
は
、
た
と
え
『
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
』
に
反
対
す
る
と
し
て
も
、
市
民
お
よ
び
同
僚
と
し
て
の
、
氏
を
人
格
と
し
て
最
早

尊
重
し
な
い
攻
撃
に
対
し
て
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
を
守
る
事
が
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
。
私
は
、
何
処
で
も
、「
消
え
ろ
！
イ
ン
ゴ
・

シ
ュ
ル
ツ
ェ
」、「
消
え
ろ
！
ド
ュ
ル
ス
・
グ
リ
ュ
ン
バ
イ
ン
」
を
読
み
た
く
な
い

（
59
）

。
…
…

Ⅳ
．
ド
イ
ツ
政
界
の
反
応

大
半
の
政
治
家
と
知
識
人
は
作
家
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
に
距
離
を
置
く
か
、
あ
る
い
は
批
判
的
で
あ
る
。
グ
ラ
ス
は
こ
の
詩
を
以
て

喧
し
い
反
ユ
ダ
ヤ
論
争
を
引
き
起
こ
し
た

（
60
）

。

根
強
い
批
判
を
以
て
、
知
識
人
と
圧
倒
的
多
数
の
政
党
の
政
治
家
は
、
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
の
イ
ス
ラ
エ
ル
批
判
の
詩
に
反
応
し
た
。

ル
プ
レ
ヒ
ト
・
ボ
レ
ン
ツ
（
Ｃ
Ｄ
Ｕ
）（
連
邦
議
会
の
外
交
委
員
会
委
員
長
）

ボ
レ
ン
ツ
は
、W

elt

紙
で
、『
グ
ラ
ス
は
偉
大
な
作
家
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
政
治
判
断
を
以
て
、
氏
は
全
く
正
鵠
を
射
て
い
な
い
。』

と
述
べ
た
。
更
に
、「
グ
ラ
ス
は
原
因
と
結
果
を
取
り
違
え
て
い
る
。」
と
ポ
レ
ン
ツ
は
述
べ
る
。
更
に
ポ
レ
ン
ツ
は
、
国
際
法
に
違
反
し
、

イ
ス
ラ
エ
ル
の
存
在
を
危
険
に
晒
す
の
は
イ
ラ
ン
で
あ
り
、
イ
ス
ラ
エ
ル
が
イ
ン
ド
や
パ
キ
ス
タ
ン
と
同
様
に
、
核
不
拡
散
条
約
を
調
印

三
七
〇



ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
七
一
九
）

し
て
い
な
い
事
実
を
指
摘
す
る
。

ポ
レ
ン
ツ
に
よ
れ
ば
、
誰
も
が
イ
ス
ラ
エ
ル
が
核
兵
器
を
有
し
て
い
る
事
実
か
ら
出
発
し
て
い
る
が
、
こ
の
事
実
が
イ
ラ
ン
と
の
紛
争

の
原
因
で
は
な
い
。「
グ
ラ
ス
は
、
存
在
し
な
い
関
連
を
設
定
し
て
い
る
。」

更
に
ポ
レ
ン
ツ
は
「
ド
イ
ツ
・
イ
ス
ラ
エ
ル
関
係
は
グ
ラ
ス
の
発
言
に
よ
っ
て
負
担
を
掛
け
ら
れ
て
は
い
な
い
。
我
々
は
こ
の
「
詩
」

を
過
大
評
価
す
べ
き
で
は
な
い
。」
と
も
述
べ
る
。
曰
く
、
イ
ラ
ン
・
イ
ス
ラ
エ
ル
紛
争
は
、
極
め
て
衝
撃
的
で
あ
る
。
国
際
共
同
体
は

現
在
政
治
解
決
の
努
力
を
続
け
て
い
る
。
そ
の
目
標
は
イ
ラ
ン
の
核
爆
弾
の
阻
止
で
あ
る

（
61
）

。

へ
ル
マ
ン
・
グ
ロ
ェ
ー
エ
（
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
（
Ｃ
Ｄ
Ｕ
）
事
務
局
長
）

グ
ロ
ェ
ー
エ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
詩
」
は
、
核
兵
器
を
目
指
す
イ
ラ
ン
が
イ
ス
ラ
エ
ル
の
存
続
権
に
反
対
し
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
を
否
定

し
、
自
ら
の
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
構
想
の
国
際
統
制
を
拒
否
し
て
い
る
事
実
を
全
く
誤
認
し
て
い
る

（
62
）

。

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ミ
ス
フ
ェ
ル
ダ
ー
（
キ
リ
ス
ト
教
民
主
・
社
会
同
盟
（
Ｃ
Ｄ
Ｕ
／
Ｃ
Ｓ
Ｕ
）
院
内
ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
）

ミ
ス
フ
ェ
ル
ダ
ー
は
、「
こ
の
詩
は
、
悪
趣
味
で
、
非
歴
史
的
、
し
か
も
近
東
情
勢
に
つ
い
て
の
無
知
を
証
明
し
て
い
る
。」、「
イ
ス
ラ

エ
ル
は
、
ア
ラ
ビ
ア
人
の
諸
権
利
及
び
女
性
の
諸
権
利
を
実
現
可
能
に
す
る
こ
の
地
域
の
唯
一
の
国
で
あ
る
。
こ
れ
を
侵
略
者
の
役
に
陥

れ
る
事
は
間
違
っ
て
い
る
。」
と
述
べ
る

（
63
）

。

三
七
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
七
二
〇
）

ロ
ル
フ
・
ミ
ュ
ツ
ェ
ニ
ッ
ヒ
（
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
）
対
外
政
策
エ
キ
ス
パ
ー
ト
）

ロ
ル
フ
・
ミ
ュ
ツ
ェ
ニ
ッ
ヒ
は
、W

elt

紙
で
、
紛
争
を
間
違
っ
て
理
解
し
て
い
る
と
グ
ラ
ス
を
非
難
し
、
イ
ラ
ン
大
統
領
ア
ー
マ
ド

ネ
ジ
ャ
ド
を
『
ア
ジ
テ
ー
タ
ー
（
ほ
ら
吹
き
）』
と
呼
ぶ
事
は
自
国
の
野
党
を
弾
圧
す
る
暴
力
の
実
態
に
鑑
み
て
、
危
険
な
「
瑣
末
視
」
で

あ
り
、
グ
ラ
ス
の
詩
は
、
政
治
的
に
有
効
で
は
な
く
、『
戦
争
の
狂
気
』
の
緩
和
に
寄
与
し
な
い
と
述
べ
る

（
64
）

。

ア
ン
ド
レ
ア
・
ナ
ー
レ
ス
（
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
）
事
務
局
長
）

ア
ン
ド
レ
ア
・
ナ
ー
レ
ス
は
、S

piegel

誌
で
、「
近
東
の
現
状
に
鑑
み
て
、
グ
ラ
ス
の
詩
は
、『
混
乱
さ
せ
、
か
つ
不
適
切
」
と
思
わ

れ
る
と
述
べ
た

（
65
）

。

グ
イ
ド
・
ヴ
ェ
ス
タ
ー
ヴ
ェ
レ
（
自
由
民
主
党
（
Ｆ
Ｄ
Ｐ
）、
連
邦
外
相
）

ド
イ
ツ
連
邦
政
府
の
最
初
の
閣
僚
と
し
て
、
グ
イ
ド
・
ヴ
ェ
ス
タ
ー
ヴ
ェ
レ
は
、
イ
ラ
ン
と
の
核
紛
争
に
お
け
る
イ
ス
ラ
エ
ル
の
態
度

に
対
す
る
グ
ラ
ス
の
批
判
を
撥
ね
つ
け
た

（
66
）

。

曰
く
、
イ
ラ
ン
政
府
と
の
争
い
は
、
敵
対
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
及
び
先
入
見
の
遊
び
で
は
な
く
、
苦
渋
の
真
剣
さ
を
意
味
す
る
。
我
々
は
、

政
治
的
解
決
の
た
め
の
努
力
を
以
て
外
交
的
ガ
ラ
ス
球
演
技
を
行
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
平
和
維
持
を
目
的
と
し
て
我
々
の
パ
ー
ト

ナ
ー
諸
国
と
共
に
、
ド
イ
ツ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
地
域
に
お
い
て
危
機
的
な
展
開
へ
の
正
し
い
回
答
を
見
出
そ
う
と

し
て
い
る
。

我
々
は
全
中
近
東
を
核
兵
器
無
き
地
帯
と
す
る
事
を
目
指
し
て
い
る
。
イ
ラ
ン
は
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
非
軍
事
利
用
の
権
利
を
有
し
て
い

三
七
二



ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
七
二
一
）

る
が
、
核
武
装
へ
の
権
利
は
有
し
な
い
。

イ
ラ
ン
が
発
す
る
脅
威
を
過
小
視
す
る
者
は
、
現
実
を
拒
否
す
る
者
で
あ
る
。

核
兵
器
を
持
つ
イ
ラ
ン
は
、
重
大
な
帰
結
を
持
つ
事
に
な
る
。
そ
う
で
な
く
と
も
危
険
に
晒
さ
れ
て
い
る
こ
の
地
域
の
安
定
性
は
、
完

全
に
終
わ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
統
制
不
可
能
な
軍
備
競
争
が
開
始
さ
れ
る
。
全
世
界
規
模
の
安
全
保
障
構
造
は
不
安
定
化
す

る
。イ

ラ
ン
の
手
中
に
あ
る
核
兵
器
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
安
全
に
対
す
る
脅
威
と
も
成
る
。
そ
の
事
は
、
我
々
の
責
任
あ
る
ド
イ
ツ
の
対
外

政
策
に
と
っ
て
特
別
の
憂
慮
の
根
拠
で
あ
る

（
67
）

。

何
故
な
ら
ド
イ
ツ
は
イ
ス
ラ
エ
ル
に
お
け
る
人
々
に
対
す
る
歴
史
的
責
任
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
我
々
を
イ
ス
ラ
エ
ル

と
結
び
つ
け
る
そ
れ
以
上
の
も
の
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
真
の
価
値
の
共
有
で
あ
る
。

我
々
は
、
こ
の
地
域
に
お
け
る
唯
一
の
真
に
機
能
す
る
民
主
制
と
共
に
個
人
の
諸
権
利
、
自
由
、
責
任
へ
の
信
仰
と
法
治
国
家
を
分
か

ち
合
っ
て
い
る
。
我
々
は
、
戦
闘
的
民
主
制
を
伴
っ
て
こ
の
諸
価
値
を
共
有
し
て
い
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
議
会
で
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
よ

り
も
強
烈
に
討
論
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
民
主
制
は
外
か
ら
の
批
判
も
耐
え
う
る
民
主
制
で
あ
る
。
私
は
、
イ
エ
ル
サ
レ
ム
で
私
の

イ
ス
ラ
エ
ル
の
外
相
と
の
共
同
記
者
会
見
で
イ
ス
ラ
エ
ル
の
入
植
政
策
を
明
確
な
言
葉
で
批
判
し
た
。

同
様
の
事
は
、
イ
ラ
ン
で
は
考
え
ら
れ
な
い
。
イ
ス
ラ
エ
ル
と
イ
ラ
ン
を
同
一
の
道
徳
レ
ベ
ル
に
置
く
こ
と
は
機
知
に
欠
け
る
ば
か
り

か
、
不
合
理
で
あ
る

（
68
）

。

三
七
三
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月
）

（
一
七
二
二
）

フ
ォ
ル
カ
ー
・
べ
ッ
ク
（
緑
の
党
院
内
部
長
）

べ
ッ
ク
は
、
グ
ラ
ス
を
批
判
し
、「
熟
慮
無
き
対
イ
ラ
ン
軍
事
攻
撃
に
つ
き
イ
ス
ラ
エ
ル
政
府
に
警
告
が
発
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
し
か
し
イ
ス
ラ
エ
ル
国
家
を
告
発
し
て
は
な
ら
な
い
。」、「
グ
ラ
ス
は
、
そ
の
『
詩
』
の
衣
を
ま
と
っ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
批
判
を
以
て
、

反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
を
体
現
し
、
イ
ス
ラ
エ
ル
批
判
が
タ
ブ
ー
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
『
詩
』
は
、
討
論
へ

の
寄
与
と
し
て
の
資
格
を
失
う

（
69
）

。」

ド
イ
ツ
連
邦
政
府
：
本
件
で
は
「
芸
術
の
自
由
が
妥
当
す
る
」

連
邦
政
府
は
、
こ
の
「
詩
」
に
つ
い
て
控
え
目
に
表
明
し
た
。「
ド
イ
ツ
で
は
、
芸
術
の
自
由
が
妥
当
す
る
。
し
か
も
幸
い
に
も
、
必

ず
し
も
、
全
て
の
芸
術
作
品
に
つ
い
て
、
発
言
す
る
必
要
の
な
い
連
邦
政
府
の
自
由
も
存
在
す
る

（
70
）

。」
と
述
べ
た
。

ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ゲ
ー
ル
ケ
（
左
派
党
の
連
邦
議
会
議
員
）

ゲ
ー
ル
ケ
は
、
グ
ラ
ス
を
守
る
側
に
立
っ
た
。
曰
く
、
グ
ラ
ス
は
（
批
判
す
る
）
権
利
が
あ
り
、
し
か
も
こ
れ
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
政
治

を
正
し
た
。「
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
は
、
大
幅
に
沈
黙
さ
れ
て
い
る
事
項
に
つ
い
て
発
言
す
る
勇
気
を
有
し
て
い
る

（
71
）

。」

Ⅴ
．
イ
ス
ラ
エ
ル
の
反
応

ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン･

ネ
タ
ニ
ヤ
フ
（
イ
ス
ラ
エ
ル
首
相
）

ネ
タ
ニ
ヤ
フ
首
相
は
、
グ
ラ
ス
の
陰
険
な
イ
ス
ラ
エ
ル
批
判
の
後
、
転
換
さ
れ
た
事
実
を
指
摘
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
、
以
下
の
様
に
述

三
七
四



ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
七
二
三
）

べ
る
。

「
シ
ョ
ア
【
大
量
殺
戮
】
を
否
定
し
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
抹
殺
を
呼
び
か
け
る
イ
ラ
ン
と
イ
ス
ラ
エ
ル
と
の
グ
ラ
ス
氏
が
行
っ
た
比
較
は
、

イ
ス
ラ
エ
ル
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
グ
ラ
ス
氏
自
身
に
つ
い
て
多
く
を
語
っ
て
い
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
で
は
な
く
、
イ
ラ
ン
こ
そ
が
世
界
の

平
和
と
安
全
に
対
す
る
脅
威
を
提
示
し
て
い
る
。
グ
ラ
ス
氏
は
、
武
器
親
衛
隊
と
し
て
の
過
去
に
六
〇
年
も
沈
黙
し
て
い
た
。
従
っ
て
、

氏
が
世
界
で
唯
一
の
ユ
ダ
ヤ
人
国
家
を
世
界
平
和
に
対
す
る
最
大
の
脅
威
と
看
做
し
、
こ
の
国
に
自
衛
権
を
認
め
な
い
事
は
、
驚
く
べ
き

こ
と
で
は
な
い

（
72
）

。」

エ
リ
・
イ
シ
ャ
イ
（
イ
ス
ラ
エ
ル
内
相
）

イ
シ
ャ
イ
内
相
は
グ
ラ
ス
を
「
好
ま
し
か
ら
ざ
る
人
物
」
と
し
て
入
国
禁
止
を
宣
言
し
た
。

「
グ
ラ
ス
氏
を
こ
の
聖
地
へ
の
入
国
を
禁
止
す
る
事
は
、
私
の
名
誉
と
看
做
す
。
グ
ラ
ス
へ
の
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
授
与
は
剥
奪
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
。
グ
ラ
ス
の
発
言
は
、
究
極
的
に
は
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
に
導
い
た
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
的
煽
動
に
類
す
る
。
人
は
こ
の
よ
う
な
言
葉

に
鑑
み
て
、
グ
ラ
ス
が
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
的
人
間
で
あ
り
、
親
衛
隊
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
を
着
て
い
た
人
で
あ
る
事
実
に
沈
黙
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
グ
ラ
ス
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
国
家
と
人
民
に
対
す
る
憎
し
み
に
火
を
注
ぐ
こ
と
を
目
指
し
、
し
か
も
こ
の
よ
う
に
し
て
、
氏
が
親

衛
隊
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
を
着
て
支
援
し
て
い
た
イ
デ
ー
を
維
持
し
て
い
る
の
だ

（
73
）

。」

Ⅵ
．
グ
ラ
ス
の
心
理
的
背
景

グ
ラ
ス
の
詩
を
巡
る
氏
の
行
動
の
心
理
的
背
景
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
多
く
の
識
者
が
説
明
を
試
み
て
い
る
が
、
極
め
て
明
快
な

三
七
五



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
七
二
四
）

説
明
と
見
做
さ
れ
る
も
の
が
、
以
下
に
紹
介
す
る
ト
ム
・
セ
ゲ
フ
が
二
〇
一
一
年
九
月
一
二
日
ド
イ
ツW

elt

紙
に
発
表
し
た
「
ギ
ュ
ン

タ
ー
・
グ
ラ
ス
が
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
に
つ
い
て
実
際
に
述
べ
た
事

（
74
）

」
で
あ
る
。

ト
ム
・
セ
ゲ
フ
（
イ
ス
ラ
エ
ル
の
歴
史
学
者
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
）

最
近
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
が
ナ
チ
ス
人
民
殺
戮
を
ソ
連
の
ド
イ
ツ
捕
虜
と
比
較
し
た
と
す
る
氏
の
発
言
が
広
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
を

明
ら
か
に
す
る
。

ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
は
、
正
式
に
イ
ス
ラ
エ
ル
に
招
待
さ
れ
た
最
初
の
作
家
で
あ
っ
た
。
一
九
六
七
年
三
月
で
あ
っ
た
。
六
日
戦
争

の
三
カ
月
前
で
あ
っ
た
が
、
イ
ス
ラ
エ
ル
は
こ
れ
を
予
測
し
て
い
な
か
っ
た
。
我
々
の
大
部
分
は
、
内
政
的
討
論
、
な
か
ん
ず
く
ド
イ
ツ

人
に
対
す
る
適
切
な
観
点
に
つ
い
て
の
熱
狂
的
討
論
問
題
の
贅
沢
を
享
有
し
て
い
た
。

イ
ス
ラ
エ
ル
と
ド
イ
ツ
は
、
そ
の
二
年
前
（
一
九
六
五
年
）
に
外
交
関
係
を
樹
立
し
た
が
、
野
党
的
学
生
組
織
は
、
ド
イ
ツ
の
代
表
者

た
ち
と
協
力
し
な
い
と
決
議
し
た
。
イ
ス
ラ
エ
ル
政
府
の
招
待
で
グ
ラ
ス
が
来
た
時
、
こ
の
学
生
達
は
、
イ
エ
ル
サ
レ
ム
に
於
け
る
彼
ら

の
ク
ラ
ブ
で
話
さ
せ
る
決
定
を
し
た
。
こ
れ
は
稀
有
な
例
外
で
あ
っ
た
。『
ブ
リ
キ
の
太
鼓
（B

rechtrom
m
el

）』
の
作
家
は
、「
良
き
ド
イ

ツ
人
」
と
見
做
さ
れ
て
い
た
。

私
が
司
会
し
た
。
こ
の
催
し
は
メ
デ
ィ
ア
の
注
目
を
誘
い
、
し
か
も
若
干
の
緊
張
も
生
ぜ
し
め
た
。
私
服
警
察
が
壁
の
前
に
待
機
し
た
。

三
七
六



ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
七
二
五
）

私
の
記
憶
す
る
限
り
、
こ
の
催
し
は
成
功
し
た
。
グ
ラ
ス
は
我
々
に
強
い
印
象
を
与
え
た
。
我
々
は
氏
を
全
う
で
、
し
か
も
胸
襟
を
開
い

た
者
と
し
て
受
入
れ
、
そ
の
際
に
氏
は
我
々
に
取
り
入
る
試
み
は
し
な
か
っ
た

（
75
）

。

「
あ
な
た
と
再
会
で
き
て
う
れ
し
い
」

四
四
年
後
、
私
は
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
の
名
前
を
持
つ
リ
ュ
べ
ッ
ク
の
博
物
館
に
通
じ
る
木
製
階
段
を
上
っ
た
。
こ
こ
で
氏
は
時
折

仕
事
を
し
、
客
を
迎
え
て
い
る
。
一
九
六
七
年
の
我
々
の
出
会
い
に
つ
い
て
知
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。『
貴
方
と
再
会
で
き

て
う
れ
し
い
』、
氏
の
い
た
ず
ら
っ
ぽ
い
微
笑
み
は
極
め
て
好
感
を
抱
か
せ
得
る
も
の
で
あ
っ
た
。

「
ハ
ア
レ
ツ
（H

a ’aretz

）
紙
」
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
、『
玉
ね
ぎ
を
剥
く
時
』
の
ヘ
ブ
ラ
イ
語
版
の
発
刊
に
因
ん
で
行
わ
れ
た
。
こ
の
著

書
が
二
〇
〇
六
年
に
発
刊
さ
れ
て
以
来
、
全
世
界
で
論
評
さ
れ
、
イ
ス
ラ
エ
ル
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
グ
ラ
ス
は
、
イ

ス
ラ
エ
ル
公
衆
へ
の
書
簡
を
向
け
、
こ
れ
ま
で
氏
が
幾
度
と
な
く
繰
り
返
し
た
事
を
述
べ
た
。
氏
の
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
親
衛
隊
（W

aff enS
S

）

へ
の
短
い
強
制
兵
役
は
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
と
ナ
チ
ズ
ム
へ
の
氏
の
少
年
時
代
の
熱
狂
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
と
理
解
す
べ
き
で
、
そ
の
際
に
、
戦

後
に
お
け
る
グ
ラ
ス
の
政
治
的
・
道
徳
的
関
与
が
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

「
最
重
要
メ
ッ
セ
ー
ジ
」

『
私
は
若
く
そ
し
て
愚
か
な
ナ
チ
で
あ
っ
た
。』
と
グ
ラ
ス
は
私
に
言
い
、
し
か
も
氏
の
戦
争
体
験
の
更
な
る
関
連
、
と
り
わ
け
あ
る
国

家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
疑
問
視
す
る
こ
と
な
く
受
け
入
れ
る
危
険
を
認
識
す
る
事
を
私
に
強
い
た
。
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
著
書
の
中
心
的

三
七
七
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四
十
九
巻
第
四
号
（
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〇
一
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年
三
月
）

（
一
七
二
六
）

メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
政
治
的
疑
念
で
あ
る
。
つ
ま
り
私
が
考
え
る
に
、
実
際
に
価
値
あ
る
最
重
要
メ
ッ
セ
ー
ジ
な
の
だ
。

従
っ
て
私
は
、
世
界
の
ど
こ
か
お
け
る
制
服
を
着
た
人
間
、
例
え
ば
パ
レ
ス
チ
ナ
領
域
に
於
け
る
イ
ス
ラ
エ
ル
兵
士
が
、
自
ら
の
経
験

か
ら
何
を
学
ぶ
事
が
で
き
る
の
か
と
グ
ラ
ス
に
問
う
た
。
グ
ラ
ス
は
、
あ
ら
ゆ
る
偽
善
的
な
助
言
を
こ
ら
え
た
。

曰
く
、
合
法
的
行
為
と
犯
罪
行
為
間
の
境
界
は
、
し
ば
し
ば
曖
昧
で
あ
る
。
若
く
か
つ
未
経
験
な
兵
士
は
、
上
司
た
る
将
校
が
戦
争
犯

罪
を
強
い
な
い
事
を
願
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

残
念
な
が
ら
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
パ
レ
ス
チ
ナ
領
域
占
領
は
、
恒
常
的
か
つ
組
織
的
人
権
侵
害
の
結
果
を
招
い
て
い
る
。
軍
隊
の
側
か
ら

の
よ
り
大
き
な
疑
念
は
、
実
際
望
ま
し
い
事
だ
。

「
未
だ
他
の
秘
密
は
あ
る
の
か
」

我
々
が
グ
ラ
ス
の
自
叙
伝
の
一
般
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
つ
い
て
詳
細
に
話
し
合
っ
た
後
、
明
ら
か
に
他
の
事
項
に
つ
い
て
も
話
す
事
が

あ
っ
た
。
確
か
に
氏
が
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
親
衛
隊
に
い
た
数
カ
月
に
つ
い
て
話
す
事
が
苦
し
い
と
グ
ラ
ス
の
秘
書
は
警
告
を
発
し
て
い
た
が
、

し
か
し
今
回
氏
は
イ
ス
ラ
エ
ル
紙
と
話
し
て
い
る
事
実
を
意
識
し
て
い
た
。
氏
が
依
然
と
し
て
受
け
身
的
態
度
を
採
っ
た
事
実
は
私
に

と
っ
て
意
外
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
私
は
、
部
屋
か
ら
追
い
出
さ
れ
る
危
険
に
も
拘
ら
ず
、
多
分
氏
が
依
然
と
し
て
隠
し
て
い
る
他
の
秘
密

が
存
在
す
る
か
否
か
尋
ね
た
。
氏
は
こ
の
問
い
を
チ
ャ
ー
ミ
ン
グ
な
微
笑
み
を
以
て
か
わ
し
た
。

三
七
八



ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
七
二
七
）

そ
れ
で
も
な
お
こ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
何
時
で
も
ス
ム
ー
ズ
に
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
グ
ラ
ス
は
時
に
は
私
に
対
し
て
声
を
荒
げ

た
。
と
は
言
っ
て
も
、
私
は
氏
の
ナ
チ
の
過
去
に
対
す
る
次
の
説
明
を
要
求
す
る
為
に
も
、
ま
た
何
故
に
氏
が
自
ら
の
過
去
を
か
く
も
長

き
に
わ
た
っ
て
隠
し
て
い
た
か
を
発
見
す
る
為
に
も
来
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
私
自
身
は
氏
の
ケ
ー
ス
か
ら
し
て
、
人
が
そ
の
人
生
に

於
い
て
可
能
な
限
り
早
く
、
し
か
も
確
実
に
国
際
的
に
尊
敬
さ
れ
る
道
徳
的
聖
像
と
な
る
前
に
自
己
を
明
か
す
事
が
最
善
で
あ
る
事
を

知
っ
て
い
る

（
76
）

。

「
ド
レ
ス
デ
ン
の
六
〇
周
年
以
来
」

私
は
、
こ
の
著
書
を
読
ん
で
特
別
に
腹
を
立
て
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
私
の
気
分
を
損
ね
た
事
は
、
ド
イ
ツ
人
を
と
り
わ
け
犠
牲

者
と
し
て
提
示
す
る
グ
ラ
ス
の
公
然
た
る
傾
向
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
、
ド
レ
ス
デ
ン
爆
撃
の
六
〇
周
年
記
念
以
来
、
グ
ラ
ス
自
身
の
著

作
「
癌
の
経
過
（K

rebsgang

）」
の
結
果
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
観
察
さ
れ
る
。

そ
の
他
の
文
化
的
及
び
政
治
的
諸
指
標
も
ド
イ
ツ
自
身
の
悲
劇
に
対
す
る
意
識
の
増
大
を
示
し
て
い
る
。
皮
肉
な
事
に
、
こ
の
変
遷
を

明
確
化
す
る
多
く
の
著
作
、
そ
の
中
「
癌
の
経
過
」
も
ヘ
ブ
ラ
イ
語
に
翻
訳
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
い
く
つ
か
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
ベ
ス
ト

セ
ラ
ー
リ
ス
ト
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

『
ド
イ
ツ
に
は
一
四
百
万
人
の
難
民
が
い
た
』

私
が
更
に
ド
イ
ツ
の
犠
牲
者
的
役
割
に
つ
い
て
問
い
た
だ
し
た
時
、
グ
ラ
ス
は
答
え
た
。

三
七
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
七
二
八
）

「
狂
気
と
犯
罪
は
、
そ
の
表
明
を
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
に
見
出
し
た
ば
か
り
か
、
戦
争
終
結
を
以
て
終
わ
っ
た
の
で
は
な
い
。
ロ
シ
ア
人
の

捕
虜
と
さ
れ
た
八
百
万
人
の
兵
士
の
中
、
多
分
二
百
万
人
が
生
き
残
っ
た
。
そ
の
他
の
全
て
は
抹
殺
さ
れ
た
。
ド
イ
ツ
に
は
一
四
百
万
人

の
難
民
が
存
在
し
た
。
領
土
の
半
分
は
直
接
ナ
チ
ス
の
恐
怖
政
治
か
ら
、
共
産
主
義
恐
怖
政
治
に
転
換
し
た
。
私
は
こ
の
事
を
ユ
ダ
ヤ
人

に
対
す
る
犯
罪
の
比
重
を
少
な
く
す
る
為
に
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
は
唯
一
の
犯
罪
で
は
な
か
っ
た
。
我
々

は
ナ
チ
ス
の
犯
罪
責
任
を
担
っ
て
行
く
。
し
か
し
そ
の
犯
罪
は
、
ド
イ
ツ
人
に
も
深
刻
な
破
局
を
付
与
し
、
か
く
し
て
ド
イ
ツ
人
は
犠
牲

者
と
な
っ
た
の
だ
。」

私
の
感
じ
か
ら
し
て
、
こ
れ
は
正
当
な
論
拠
で
あ
る
。
勿
論
八
百
万
の
ド
イ
ツ
戦
時
捕
虜
は
い
な
か
っ
た
。
私
は
、
こ
れ
を
正
す
べ
き

で
あ
っ
た
。
彼
の
意
図
す
る
事
は
「
多
く
の
」
と
言
う
意
味
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
グ
ラ
ス
は
、
如
何
な
る
時
点
に
お
い
て
も
、
ホ

ロ
コ
ー
ス
ト
を
過
小
評
価
す
る
と
か
、
あ
る
い
は
六
百
万
人
の
殺
戮
さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
に
類
似
し
て
、
六
百
万
人
の
ド
イ
ツ
人
犠
牲
者
の

神
話
を
創
設
す
る
意
図
は
持
た
な
か
っ
た
。

「
平
均
的
な
ド
イ
ツ
人
」

そ
れ
で
も
な
お
私
は
、
敢
え
て
言
う
な
ら
ば
、「
玉
ね
ぎ
を
剥
く
時
」
を
ド
イ
ツ
の
犠
牲
役
割
に
関
す
る
一
つ
の
サ
ガ
と
読
み
取
っ
た
。

こ
の
様
に
グ
ラ
ス
は
、
自
ら
の
「
兵
器
親
衛
隊
」
所
属
を
指
摘
す
る
は
る
か
以
前
に
、
自
己
の
家
族
の
殉
教
と
戦
争
に
於
け
る
子
供
時
代

の
苦
し
み
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
何
故
に
ナ
チ
ス
が
ユ
ダ
ヤ
人
を
憎
む
の
か
理
解
で
き
な
い
女
│
そ
の
後
そ
の
女
は
現
れ
る
事
が
無
い

│
が
無
か
ら
現
れ
る
。
明
ら
か
に
そ
の
女
は
、
悪
意
を
持
た
な
い
『
平
均
的
な
人
』
を
体
現
す
べ
き
と
さ
れ
て
い
る

（
77
）

。

三
八
〇



ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
七
二
九
）

ヒ
ッ
ト
ラ
ー
殺
害
未
遂
と
ノ
ル
マ
ン
デ
ー
で
の
同
盟
諸
国
の
攻
撃
は
、
グ
ラ
ス
の
親
衛
隊
所
属
指
摘
以
前
に
、
ド
イ
ツ
諸
都
市
へ
の
爆

撃
、
ベ
ル
リ
ン
で
女
性
で
あ
ふ
れ
た
教
会
に
火
を
付
け
た
ソ
連
兵
士
と
同
様
に
指
摘
さ
れ
た
。
グ
ラ
ス
は
、
人
々
が
欧
州
全
域
か
ら
「
兵

器
親
衛
隊
」
に
志
願
し
た
事
実
の
指
摘
を
忘
れ
て
い
な
い
し
、
ま
た
、「
癌
の
経
過
」
か
ら
の
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
グ
ス
ト
ロ
フ
も
再
活
動

化
さ
れ
て
い
る
。

最
後
に
自
ら
の
兵
役
に
到
達
し
、
氏
は
自
身
と
そ
の
同
僚
が
体
験
し
た
実
際
に
非
人
間
的
な
残
忍
な
訓
練
を
記
述
す
る
。
私
は
、
そ
の

記
述
が
「
兵
器
親
衛
隊
」
が
犯
し
た
最
悪
の
犯
罪
で
は
な
か
っ
た
と
コ
メ
ン
ト
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
グ
ラ
ス
は
怒
り
狂
っ
て
、「
私
は

そ
の
よ
う
な
主
張
は
し
て
い
な
い
。」
と
反
論
し
た
。
氏
は
そ
の
よ
う
な
主
張
は
し
て
い
な
い
。

「
自
己
憐
憫
が
記
憶
を
圧
倒
す
る
場
合
」

氏
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
氏
が
見
た
最
初
の
死
体
は
、
木
に
ぶ
ら
下
が
っ
て
揺
れ
動
く
ド
イ
ツ
軍
兵
士
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。
氏
が
体
験
し

た
ロ
シ
ア
軍
攻
撃
は
、
氏
と
そ
の
同
僚
達
に
、
白
樺
の
木
陰
で
鳥
の
囀
る
多
分
特
別
牧
歌
的
瞬
間
で
あ
っ
た
。
氏
の
親
友
の
一
人
は
ハ
ー

モ
ニ
カ
を
吹
い
て
い
た
。
グ
ラ
ス
は
攻
撃
後
の
散
乱
し
た
身
体
部
分
を
記
述
し
、
ど
れ
が
ハ
ー
モ
ニ
カ
の
少
年
の
そ
れ
に
所
属
す
る
か
を

自
問
し
た
。

こ
の
著
書
を
読
む
に
つ
れ
、
グ
ラ
ス
だ
け
で
は
な
く
、
全
ド
イ
ツ
国
民
が
犠
牲
者
と
な
り
、
従
っ
て
、
同
情
に
値
す
る
こ
と
に
な
る
。

三
八
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
七
三
〇
）

全
て
の
国
民
は
、
ド
イ
ツ
国
民
を
含
め
て
、
自
ら
の
悲
劇
を
思
い
起
こ
す
権
利
を
持
つ
。
し
か
し
そ
の
際
に
、
自
ら
の
犯
罪
に
対
す
る

ド
イ
ツ
の
責
任
が
自
己
憐
憫
に
よ
っ
て
圧
倒
さ
れ
る
危
険
が
存
在
す
る

（
78
）

。

Ⅶ
．
グ
ラ
ス
の
主
張
の
正
誤

九
節
六
九
行
に
及
ぶ
グ
ラ
ス
の
詩
は
、
あ
る
意
味
で
『
タ
ブ
ー
破
り
』
と
見
做
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
中
で
グ
ラ
ス
は
、
イ
ラ
ン
に
対

す
る
イ
ス
ラ
エ
ル
の
事
前
攻
撃
に
警
告
を
発
し
、
し
か
も
イ
ス
ラ
エ
ル
を
世
界
平
和
に
対
す
る
危
険
と
も
表
示
し
て
い
る
。
以
下
、
グ
ラ

ス
の
詩
の
中
で
主
張
さ
れ
て
い
る
内
容
を
八
テ
ー
ゼ
に
要
約
し
、
そ
の
正
誤
に
つ
い
て
検
証
を
試
み
る

（
79
）

。

第
一
テ
ー
ゼ
：
図
上
作
戦
の
中
で
イ
ラ
ン
に
対
す
る
事
前
攻
撃
が
演
じ
ら
れ
て
い
る
。

正
：
グ
ラ
ス
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
ア
メ
リ
カ
で
も
イ
ス
ラ
エ
ル
で
も
イ
ラ
ン
に
対
す
る
事
前
攻
撃
の
図
上
演
習
が
行
わ

れ
て
い
る
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
の
三
月
報
道
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
軍
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
イ
ラ
ン
の
核
施
設
へ
の
イ
ス

ラ
エ
ル
の
軍
事
攻
撃
が
地
域
戦
争
の
勃
発
を
引
き
起
す
結
果
と
な
る
。
更
に
四
月
に
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
複
数
紙
が
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
の
図

上
演
習
の
結
果
、
イ
ラ
ン
と
の
戦
争
で
三
〇
〇
人
以
下
の
死
傷
者
の
発
生
が
予
測
さ
れ
る
と
報
道
し
て
い
る
。

第
二
テ
ー
ゼ
：
事
前
攻
撃
は
『
イ
ラ
ン
人
民
を
抹
消
し
』
得
る
。

誤
：
イ
ラ
ン
は
八
千
万
人
弱
の
人
口
を
擁
す
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
を
含
め
て
世
界
の
ど
の
軍
事
力
で
あ
っ
て
も
イ
ラ
ン
人
民
を
抹
殺
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
イ
ラ
ン
政
権
及
び
そ
の
核
施
設
に
対
す
る
軍
事
攻
撃
は
、
核
兵
器
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
通
常
兵
器
に
よ
る
も
の

三
八
二



ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
七
三
一
）

と
理
解
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
様
な
図
上
演
習
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
攻
撃
の
際
に
、
非
戦
闘
員
（
民
間
人
）
が
巻
き
込
ま
れ
る
危
険
が

憂
慮
さ
れ
て
い
る
が
、『
イ
ラ
ン
人
民
の
抹
殺
』
は
明
ら
か
な
誇
張
で
あ
る
。

第
三
テ
ー
ゼ
：
イ
ス
ラ
エ
ル
は
統
制
下
に
な
い
核
戦
力
を
増
強
し
て
い
る
。

情
報
諸
機
関
や
観
察
者
の
評
価
に
よ
れ
ば
、
イ
ス
ラ
エ
ル
は
一
九
六
〇
年
代
の
終
わ
り
頃
か
ら
、
核
兵
器
を
有
し
て
い
る
。
核
開
発
に

際
し
て
は
南
ア
フ
リ
カ
連
邦
政
権
と
協
力
し
た
と
も
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
現
在
ま
で
核
の
保
有
を
公
式
に
は
追

認
し
て
い
な
い
。
従
っ
て
核
戦
力
の
質
量
に
関
し
て
は
正
確
な
数
字
が
公
表
さ
れ
ず
、
五
〇
か
ら
五
〇
〇
発
の
核
弾
頭
の
存
在
が
推
定
さ

れ
て
い
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
国
益
に
反
す
る
と
し
て
、
核
不
拡
散
条
約
に
も
国
際
原
子
力
機
構
（
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
）
に
も
加
盟
し
て
い
な
い
。

そ
の
限
り
で
、
こ
れ
ら
の
条
約
及
び
機
構
の
統
制
下
に
置
か
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
イ
ラ
ン
の
原
子
力
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
国
際
原

子
力
機
構
の
統
制
下
に
置
か
れ
て
い
る
。
情
報
諸
機
関
の
評
価
に
よ
れ
ば
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
核
兵
器
は
、
周
辺
の
敵
対
諸
国
に
対
す
る
抑

止
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
核
兵
器
は
、
国
連
安
全
保
障
理
事
会
常
任
理
事
国
（
米
英
仏
ロ
中
）
及
び
イ
ン

ド
・
パ
キ
ス
タ
ン
の
核
兵
器
の
ス
テ
ー
タ
ス
と
本
質
的
に
異
な
っ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
が
統
制
下
に
な
い
核
戦
力
を
増
強

し
て
い
る
事
実
が
あ
る
と
し
て
も
、
前
記
の
核
兵
器
保
有
七
カ
国
と
比
べ
、
取
分
け
イ
ス
ラ
エ
ル
を
危
険
視
す
る
理
由
は
見
出
さ
れ
得
な

い
。第

四
テ
ー
ゼ
：
前
記
の
事
実
を
指
摘
す
る
者
は
、「
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
」
の
嫌
疑
下
に
置
か
れ
る
。

誤
：
イ
ス
ラ
エ
ル
な
ら
び
に
世
界
の
メ
デ
ィ
ア
で
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
と
イ
ラ
ン
間
の
紛
争
に
つ
い
て
活
発
な
論
議
が
行
わ
れ
て
い
る
。

三
八
三



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
七
三
二
）

そ
の
際
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
不
利
な
論
調
の
た
び
に
「
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
」
の
レ
ッ
テ
ル
が
貼
ら
れ
る
事
に
な
れ
ば
、
言
論
統
制
と
成
り
得

る
。
し
か
し
そ
れ
は
ド
イ
ツ
に
お
い
て
さ
え
も
事
実
で
は
な
い
。
グ
ラ
ス
は
、
寧
ろ
こ
の
よ
う
に
主
張
す
る
事
に
よ
っ
て
、
予
め
自
分
に

「
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
」
の
レ
ッ
テ
ル
が
張
ら
れ
な
い
よ
う
に
配
慮
し
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
は
必
ず
し
も
成
功
し
て
い
な
い

（
80
）

。

第
五
テ
ー
ゼ
：
ド
イ
ツ
は
イ
ラ
ン
を
攻
撃
す
る
核
弾
頭
を
装
備
で
き
る
潜
水
艦
を
イ
ス
ラ
エ
ル
に
供
給
す
る
。

ド
イ
ツ
連
邦
政
府
は
こ
れ
ま
で
三
隻
の
ド
ル
フ
ィ
ン
型
潜
水
艦
を
イ
ス
ラ
エ
ル
に
納
入
し
、
更
に
本
年
中
に
三
隻
納
入
を
予
定
し
て
い

る
。
潜
水
艦
は
そ
れ
ぞ
れ
四
発
の
巡
航
ミ
サ
イ
ル
装
備
が
可
能
で
あ
る
。
軍
事
専
門
家
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
こ
の
潜
水
艦
は
主
に
核
の
二

撃
能
力
の
維
持
を
目
的
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
は
、
イ
ラ
ン
の
核
攻
撃
に
対
し
て
、
反
撃
が
可
能
と
な
る
。
ド
イ

ツ
政
府
は
、
こ
の
潜
水
艦
が
抑
止
に
奉
仕
す
る
事
を
以
て
、
こ
の
販
売
を
正
当
化
し
て
い
る
。

第
六
テ
ー
ゼ
：
イ
ラ
ン
の
原
子
爆
弾
の
存
在
は
証
明
さ
れ
て
い
な
い
。

正
：
西
側
諸
国
の
情
報
諸
機
関
は
、
原
子
爆
弾
の
完
成
ま
で
少
な
く
と
も
一
年
を
必
要
と
す
る
事
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
パ
ネ
ッ
タ
・

ア
メ
リ
カ
国
防
総
省
長
官
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
イ
ラ
ン
は
爆
弾
の
運
搬
シ
ス
テ
ム
の
完
成
ま
で
更
に
二
年
を
必
要
と
し
て
い
る
。
ク
ラ
ッ

パ
ー
情
報
局
長
ア
メ
リ
カ
議
会
で
の
証
言
で
、
イ
ラ
ン
が
核
兵
器
構
築
に
対
す
る
疑
問
無
き
証
拠
が
存
在
し
て
い
な
い
と
述
べ
た
。
本
年

三
月
末
イ
ラ
ン
の
核
プ
ロ
グ
ラ
ム
交
渉
団
の
か
つ
て
の
ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
は
、
ボ
ス
ト
ン
・
グ
ロ
ー
ブ
紙
に
イ
ラ
ン
が
核
爆
弾
完
成
の
一

歩
手
前
に
到
達
し
て
い
る
と
述
べ
た
。

三
八
四



ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
七
三
三
）

第
七
テ
ー
ゼ
：
イ
ス
ラ
エ
ル
は
世
界
平
和
を
危
険
に
陥
れ
る
。

誤
：
イ
ラ
ン
政
権
は
こ
れ
ま
で
再
三
に
わ
た
っ
て
遅
か
れ
早
か
れ
地
図
か
ら
消
え
て
し
ま
う
『
シ
オ
ニ
ズ
ム
占
領
政
権
』
と
表
示
し
て

い
る
。
こ
れ
に
加
え
イ
ラ
ン
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
存
続
権
を
否
定
し
、
ユ
ダ
ヤ
国
家
と
戦
う
パ
レ
ス
チ
ナ
の
ハ
マ
ス
と
レ
バ
ノ
ン
の
ヒ
ズ

ボ
ラ
を
軍
事
的
に
支
援
し
続
け
て
い
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
も
数
年
以
来
イ
ラ
ン
の
核
施
設
へ
の
軍
事
攻
撃
を
公
然
と
明
ら
か
に
し
、
ア
メ
リ

カ
の
支
援
を
要
請
し
続
け
て
い
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
が
世
界
平
和
を
危
険
に
晒
す
と
す
る
グ
ラ
ス
の
非
難
は
、
極
め
て
大
衆
迎
合
的
か
つ
一

方
的
で
あ
り
イ
ラ
ン
の
イ
ス
ラ
エ
ル
威
嚇
を
全
く
無
視
し
て
い
る
。

第
八
テ
ー
ゼ
：
ド
イ
ツ
は
「
犯
罪
の
供
給
者
」
と
な
り
得
る
。

誤
：
こ
こ
で
も
グ
ラ
ス
は
大
衆
迎
合
的
論
調
を
表
明
し
て
い
る
。
グ
ラ
ス
は
こ
こ
で
イ
ス
ラ
エ
ル
の
可
能
な
イ
ラ
ン
攻
撃
が
原
則
的
か

つ
例
外
な
く
現
行
国
際
法
違
反
を
構
成
す
る
事
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
し
か
し
国
際
法
的
に
事
態
は
よ
り
複
雑
で
あ
る
。
抽
象
的
に
は
、

先
制
軍
事
攻
撃
は
原
則
的
に
許
さ
れ
る
と
さ
れ
、
こ
れ
に
対
し
予
防
的
軍
事
攻
撃
は
原
則
的
に
違
法
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
何
が
先

制
軍
事
攻
撃
で
何
が
予
防
的
軍
事
攻
撃
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
明
確
な
定
義
・
区
別
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。
現
在
に
お
い
て
も
、
国
際

刑
事
裁
判
所
規
約
に
お
い
て
、「
平
和
に
対
す
る
犯
罪
」
に
つ
い
て
諸
国
間
の
合
意
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。
手
続
的
に
は
、
平
和
の
破
壊

に
つ
い
て
国
連
安
全
保
障
理
事
会
が
決
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
決
定
は
五
大
常
任
理
事
国
の
合
意
を
前
提
と
す
る
。

こ
の
様
な
現
状
か
ら
し
て
、
グ
ラ
ス
が
行
う
よ
う
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
を
一
方
的
に
『
世
界
平
和
を
危
険
に
晒
す
』
国
と
表
示
し
、
し
か
も

イ
ス
ラ
エ
ル
に
潜
水
艦
を
納
入
す
る
ド
イ
ツ
を
「
犯
罪
の
供
給
者
」
と
表
示
す
る
事
は
、
極
め
て
非
説
得
的
か
つ
幼
稚
で
あ
り
、
国
際
政

治
に
お
け
る
無
知
を
さ
ら
け
出
し
て
い
る
。

三
八
五



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
七
三
四
）

お
わ
り
に

ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
受
賞
作
家
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
の
詩
『
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
』
は
、
ド
イ
ツ
で
な
か
ん
ず
く
イ
ス
ラ
エ
ル

と
の
関
係
を
巡
っ
て
、
強
烈
な
論
争
を
巻
き
起
こ
し
た
。
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
、
過
去
（
ナ
チ
ス
犯
罪
）
の
克
服
、
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
、
ド
イ
ツ

国
家
の
イ
ス
ラ
エ
ル
へ
の
責
任
等
々
様
々
な
諸
問
題
が
再
び
論
議
の
対
象
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
諸
問
題
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
か
ら
し

て
、
短
期
に
解
決
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

と
も
あ
れ
、
二
〇
一
二 

年
五
月
末
、
ガ
ウ
ク
・
ド
イ
ツ
連
邦
大
統
領
は
、
ペ
レ
ス
・
イ
ス
ラ
エ
ル
大
統
領
の
招
待
に
応
じ
、
イ
ス
ラ

エ
ル
を
公
式
訪
問
し
た
。
訪
問
中
に
ガ
ウ
ク
氏
は
、
パ
レ
ス
チ
ナ
人
と
の
平
和
プ
ロ
セ
ス
を
居
留
地
政
策
に
於
い
て
『
シ
グ
ナ
ル
』
を
通

し
て
新
た
に
活
性
化
す
る
こ
と
を
呼
び
か
け
た
。

ガ
ウ
ク
大
統
領
は
、
ま
さ
に
政
治
的
に
騒
然
と
し
て
い
る
時
期
に
、
ド
イ
ツ
の
イ
ス
ラ
エ
ル
と
の
緊
密
な
関
係
を
明
確
化
す
る
目
的
を

以
て
イ
ス
ラ
エ
ル
を
訪
問
し
た
。
曰
く
、「
イ
ス
ラ
エ
ル
の
安
全
と
存
続
権
を
擁
護
す
る
事
は
、
ド
イ
ツ
の
政
治
の
為
に
決
定
的
事
項
で

あ
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
存
続
権
を
脅
か
す
諸
勢
力
に
ド
イ
ツ
は
決
定
的
に
対
決
す
る

（
81
）

。」

ペ
レ
ス
大
統
領
は
、
ガ
ウ
ク
大
統
領
を
心
か
ら
歓
迎
し
、「
平
和
の
為
に
全
力
を
捧
げ
た
妥
協
な
き
民
主
主
義
者
』
で
あ
る
と
位
置
づ

け
た
。
こ
れ
に
対
し
、
ガ
ウ
ク
大
統
領
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
和
解
意
欲
に
感
謝
し
、『
ド
イ
ツ
と
イ
ス
ラ
エ
ル
が
、
現
在
こ
れ
ま
で
以
上

に
緊
密
な
関
係
に
あ
る
。』
と
述
べ
た
。

ペ
レ
ス
氏
は
、
ガ
ウ
ク
氏
に
対
し
、
強
烈
な
言
葉
を
以
て
、
イ
ラ
ン
の
核
兵
器
へ
の
野
心
に
対
す
る
自
国
の
憂
慮
を
明
ら
か
に
し
た
。

三
八
六



ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
七
三
五
）

曰
く
「
イ
ラ
ン
大
統
領
は
、
新
た
な
シ
ョ
ア
（
＝
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
）
を
以
て
脅
し
て
い
る
。
こ
れ
は
我
々
の
血
を
凍
ら
せ
る

（
82
）

。」

イ
ス
ラ
エ
ル
指
導
部
は
、
再
三
に
わ
た
っ
て
、
イ
ラ
ン
の
核
武
装
を
緊
急
の
場
合
軍
事
的
に
阻
止
す
る
事
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ガ

ウ
ク
氏
は
、
ド
イ
ツ
が
こ
れ
か
ら
も
核
紛
争
を
外
交
的
に
解
決
す
る
努
力
を
続
け
る
と
述
べ
て
い
る
。

ガ
ウ
ク
氏
の
訪
問
中
に
、
グ
ラ
ス
氏
の
争
い
の
あ
る
詩
が
問
題
と
さ
れ
た
。『
ハ
ー
レ
ツ
紙
』
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、
ガ
ウ
ク
氏
は
、

「
グ
ラ
ス
氏
は
、
氏
の
個
人
的
見
解
を
述
べ
た
。
こ
れ
は
許
さ
れ
る
。
私
は
明
示
的
に
氏
に
賛
同
し
な
い

（
83
）

。」
と
述
べ
た
。

会
談
の
後
ペ
レ
ス
氏
と
ガ
ウ
ク
氏
は
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
記
念
館
を
訪
れ
、
ガ
ウ
ク
氏
は
、
以
下
の
様
に
記
帳
し
た
。「
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
！
決
し
て
！
そ
し
て
、
生
き
る
事
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
人
々
を
こ
こ
で
思
い
起
こ
す
こ
の
国
の
側
に
立
て
。」

両
国
の
友
好
関
係
は
、
将
来
も
こ
の
様
な
形
で
継
続
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
看
做
さ
れ
よ
う
。

（
1
） H

enryk M
.B

roder, G
ünter G

rass, der ew
ige A

ntisem
it, in: W

elt O
nline vom

 4.4.2012 

参
照
。

（
2
） C

lem
ens W

ergin, N
atürlich darf m

an Israel hierzulande kritisieren, in: W
elt O

nline vom
 7.4.2012 

参
照
。

（
3
） C

lem
ens W

ergin,

註（
2
）（2012

）, S
.1 

参
照
。

（
4
） C

lem
ens W

ergin,

註（
2
）（2012

）, S
.1 

参
照
。

（
5
） C

lem
ens W

ergin,

註（
2
）（2012

）, S
.1 

参
照
。

（
6
） C

lem
ens W

ergin,

註（
2
）（2012

）, S
.1;

グ
ラ
ス
に
関
わ
る
メ
デ
ィ
ア
批
評
に
つ
い
て
は
、
な
か
ん
ず
く
、C

lem
ens W

ergin, A
bhärtung 

unserer S
eelen, in: W

elt O
nline vom

 7.4.2012 

参
照
。

（
7
） C

lem
ens W

ergin, G
ünter G

rass’seltsam
es V

erhältnis zu den F
akten, in: W

elt O
nline vom

 5.4.2012 

参
照
。

（
8
） C

lem
ens W

ergin,

註（
7
）（2012

）, S
.1 

参
照
。

（
9
） 

旧
東
独
作
家
の
言
を
踏
ま
え
た
も
の
。
消
滅
し
た
東
独
は
最
早
歴
史
的
に
は
『
註
』
の
中
で
の
存
在
に
な
っ
た
と
の
言
説
。

三
八
七



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
七
三
六
）

（
10
） C

lem
ens W

ergin,

註（
7
）（2012

）, S
.1 

参
照
。

（
11
） C

lem
ens W

ergin,

註（
7
）（2012

）, S
.1f.

参
照
。

（
12
） C

lem
ens W

ergin,

註（
7
）（2012

）, S
.2 

参
照
。

（
13
） C

lem
ens W

ergin,

註（
7
）（2012

）, S
.2 

参
照
。

（
14
） C

lem
ens W

ergin,

註（
7
）（2012

）, S
.2f.

参
照
。

（
15
） 

（
淀
み
な
き
言
葉
で
）（
立
て
板
に
水
の
如
く
）

（
16
） C

lem
ens W

ergin,
註（
7
）（2012

）, S
.3 

参
照
。

（
17
） C

lem
ens W

ergin,
註（
7
）（2012

）, S
.3 

参
照
。

（
18
） C

lem
ens W

ergin,

註（
7
）（2012

）, S
.4 

参
照
。

（
19
） C

lem
ens W

ergin,

註（
7
）（2012

）, S
.4 

参
照
。

（
20
） C

lem
ens W

ergin,

註（
7
）（2012
）, S

.4f.

参
照
。

（
21
） C

lem
ens W

ergin,

註（
7
）（2012

）, S
.5 

参
照
。

（
22
） C

lem
ens W

ergin,

註（
7
）（2012

）, S
.5 

参
照
。

（
23
） C

lem
ens W

ergin,

註（
7
）（2012

）, S
.6 

参
照
。

（
24
） C

lem
ens W

ergin,

註（
7
）（2012

）, S
.6 

参
照
。

（
25
） C

lem
ens W

ergin,

註（
7
）（2012

）, S
.6 

参
照
。

（
26
） H

enryk M
.B

roder, G
ünter G

rass ‒ N
icht ganz dicht, aber ein D

ichter, in: W
elt online vom

 5.4.2012.

な
お
こ
こ
で
ブ
ロ
ー
ダ
ー

は
、dicht

とD
ichter

の
結
び
つ
け
で
グ
ラ
ス
を
皮
肉
っ
て
い
る
。

（
27
） H

enryk M
.B

roder,

註（
26
）（2012

）, S
.1 

参
照
。

（
28
） H

enryk M
.B

roder,

註（
26
）（2012

）, S
.1 

参
照
。

（
29
） H

enryk M
.B

roder,

註（
26
）（2012

）, S
.1 

参
照
。

三
八
八



ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
七
三
七
）

（
30
） H

enryk M
.B

roder,

註（
26
）（2012

）, S
.2 

参
照
。

（
31
） H

enryk M
.B

roder,

註（
26
）（2012

）, S
.2 

参
照
。

（
32
） H

enryk M
.B

roder,

註（
26
）（2012

）, S
.2f.

参
照
。

（
33
） T

ilm
an K

rause, G
rass “letzteT

inte” transportiert N
S
-S

tereotypen, in: W
elt O

nline vom
 4.4.2012

（
34
） T

ilm
ann K

rause,

註（
33
）（2012

）, S
.1 

参
照
。

（
35
） T

ilm
ann K

rause,

註（
33
）（2012

）, S
.1 

参
照
。

（
36
） T

ilm
ann K

rause,
註（
33
）（2012

）, S
.2 

参
照
。

（
37
） T

ilm
ann K

rause,
註（
33
）（2012

）, S
.2 

参
照
。

（
38
） F

rank S
chirrm

acher, W
as G

rass uns sagen w
ill, in: F

A
Z
 vom

 4.4.2012

（
39
） F

rank S
chirrm

acher,

註（
38
）（2012

）, S
.1 

参
照
。

（
40
） K

rieg ohne S
ieger, in: F

A
Z
 vom

 3.12.2003; A
nna H

irsch, D
er R

ufer in der W
üste, in: F

A
Z
 vom

 11.6.2012; N
einsagen ist 

keine P
olitik: D

avid G
rossm

ann kritisiert Israel, in: F
A
Z
 vom

 8.7.2012; F
elicitas von L

ovenberg, W
orte als W

egw
eiser, in: 

F
A
Z
 vom

 10.10.2012 

参
照
。

（
41
） F

rank S
chirrm

acher,

註（
38
）（2012

）, S
.2 

参
照
。

（
42
） F

rank S
chirrm

acher,

註（
38
）（2012

）, S
.3 

参
照
。

（
43
） F

rank S
chirrm

acher,

註（
38
）（2012

）, S
.3f.

参
照
。

（
44
） F

rank S
chirrm

acher,

註（
38
）（2012

）, S
.5 

参
照
。

（
45
） Josef Joff e, G

ünter G
rass: D

er A
ntisem

itism
us w

ill raus, in: Z
eit O

nline vom
 4.4.2012

（
ユ
ダ
ヤ
系
ド
イ
ツ
人
）

（
46
） Josef Joff e,

註（
45
）（2012

）, S
.1 

参
照
。

（
47
） Josef Joff e,

註（
45
）（2012

）, S
.1f.

参
照
。

（
48
） Josef Joff e,

註（
45
）（2012

）, S
.2f.

参
照
。

三
八
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
七
三
八
）

（
49
） Josef Joff e,

註（
45
）（2012

）, S
.3 

参
照
。

（
50
） R

ainer W
erner F

assbinder, D
er M

üll, die S
tadt und der T

od/N
ur eine S

cheibe B
rot. Z

w
ei S

tücke, F
rankfurt a.M

.1998; 

Janus B
ode, D

er F
assbinder-K

ontroversen; E
ntstehung und W

irkung eines literarischen T
extes. Z

u K
ontinuität und W

andel 

einiger E
rscheinungsform

en des A
lltagsantisem

itism
us in D

eutschland nach 1945, seinen künstlerischen W
eihen und seiner 

öff entlichen  Inszenierung, F
rankfurt 1991 

参
照
。

（
51
） Josef Joff e,
註（
45
）（2012

）, S
.3f.

参
照
。

（
51a
） R

olf H
ochhut, Ich schäm

e m
ich als D

eutscher, in: W
elt O

nline vom
 7.4.2012 

参
照
。

（
51b
） D

aniel Jonah G
oldhagen, D

er grusse G
leichm

acher, in: W
elt O

nline vom
 7.4.2012; ders., G

rass ‒ Ignorant oder 

berechnender Z
yniker?, in: W

elt O
nline vom

 7.4.2012 

参
照
。

（
52
） M

arcel R
eich-R

nicki über G
rass: E

s ist ein ekelhaftes G
edicht, in: F

A
Z
 vom

 8.4.2012;

参
照
。（
ユ
ダ
ヤ
系
ド
イ
ツ
人
、
強
制
収

容
所
の
生
残
り
）

（
53
） R

eich-R
nicki sprcht von “ekelhaftem

 G
edicht” in: W

elt O
nline vom

 7.4.2012, S
.1 

参
照
。

（
54
） R

eich-R
nicki,

註（
53
）（2012

）, S
.1f.

参
照
。

（
55
） M

arcel R
eich-R

nicki,

註（
52
）（2012

）, S
.4 

参
照
。

（
55a
） W

olf B
ierm

ann, S
tüm

phafte P
rosa. E

ine literarische T
odsünde, in: W

elt O
nline vom

 8.4.2012 

（
55b
） W

olf B
ierm

ann,

註（
55a
）（2012

）, S
.1 

参
照
。

（
55c
） W

olf B
ierm

ann,

註（
55a
）（2012

）, S
.1 

参
照
。

（
55d
） W
olf B

ierm
ann,

註（
55a
）（2012

）, S
.1f.

参
照
。

（
55e
） W

olf B
ierm

ann,

註（
55a
）（2012

）, S
.2 

参
照
。
こ
れ
に
加
え
、
文
学
評
論
家
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
カ
ラ
セ
ッ
ク
は
、
グ
ラ
ス
を
「
ノ
ー
ベ
ル
文
学

賞
搾
取
者
」
と
し
て
痛
烈
に
批
判
す
る
。H

ellm
uth K

arasek, N
obelpreis is “erschlichen”, in: F

ocus O
nline vom

 14.8.2006; ders., 

V
ielleicht w

ill G
rass ja w

ieder W
ahlkam

pf führen, in: W
elt O

nline vom
 5.4.2012; ders. G

ünter G
rass w

ill Israel W
egdichten, 

三
九
〇



ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
七
三
九
）

in: W
elt O

nline vom
 7.4.2012:

更
に
本
年
左
派
党
の
推
薦
で
連
邦
大
統
領
に
立
候
補
し
、
落
選
し
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
ベ
ア
テ
・
ク
ラ
ル
ス

フ
ェ
ル
ト
も
グ
ラ
ス
に
対
す
る
厳
し
い
批
判
を
行
う
。Klarsfeld attackiert G

rass m
it V

erw
eis auf H

itler, in: W
elt O

nline vom
 6.4.2012;

外
国
メ
デ
ィ
ア
の
反
応
に
つ
い
て
は
、“Ist der alteD

eutsche plötzlich zurückgekehrt?” In: W
elt O

nline vom
 6.4.2012 

参
照
。

（
56
） Ingo S

chulze, E
ine L

ösung kann nur allseitige A
brüstung bringen, in: F

A
Z
 vom

 17.4.2012

（
57
） D

urs G
rünbein, Z

um
 F

all G
rass: E

r ist ein P
rediger m

it dem
 H

olzham
m
er, in: F

A
Z
 vom

 11.4.2012.

グ
リ
ュ
ン
バ
イ
ン
は
、
イ

ス
ラ
エ
ル
詩
に
関
し
て
、
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
を
感
覚
に
盲
目
で
、
し
か
も
尊
大
な
、
か
つ
戦
闘
的
道
徳
主
義
者
で
あ
る
と
批
判
す
る
。

（
58
） Ingo S

chulze,
註（
56
）（2012

）, S
.2f.

参
照
。

（
59
） Ingo S

chulze,

註（
56
）（2012

）, S
.3f.

参
照
。
そ
の
他
グ
ラ
ス
の
擁
護
者
と
し
て
は
、
ク
ラ
ウ
ス
・
シ
ュ
タ
ェ
ク
・
ベ
ル
リ
ン
芸
術
ア
カ
デ

ミ
ー
会
長
が
挙
げ
ら
れ
る
。
な
お
、
グ
ラ
ス
批
判
に
対
す
る
本
人
の
反
論
お
よ
び
そ
の
批
評
に
関
し
て
は
、G

ünter G
rass w

irft seinen 

K
ritikern R

ufm
ord vor, in: W

elt O
nline vom

 5.4.2012; G
rass entgegnet K

ritikern m
it N

azi-T
erm

inologie, in: W
elt O

nline vom
 

5.4.2012; H
enryk M

.B
roder, E

in autoritärer K
nochen spielt verfolgte U

nshuld, in: W
elt O

nline vom
 6.4.2012; M

atthia H
oenig, 

M
edien-rum

m
el im

 H
ause G

rass ‒ K
ritik w

eltw
eit, in: W

elt O
nline vom

 6.4.2012 

参
照
。

（
60
） C

laudia E
hrenstein, G

rass erntet E
ntrüstung für anti-isuraelisches G

edicht, in: W
elt O

nline vom
 4.4.2012; G

ünter G
rass 

liegt daneben, in: W
elt O

nline vom
 5.4.2012; G

ünter G
rass verw

eckselt U
rsache und W

irkung, in: W
elt online vom

 5.4.2012 

参

照
。

（
61
） C

laudia E
hrenstein, G

rass erntet,

註（
60
）（2012
）, S

.1f.

参
照
。

（
62
） C

laudia E
hrenstein, G

rass erntet,

註（
60
）（2012

）, S
.2 

参
照
。

（
63
） C
laudia E

hrenstein, G
rass erntet,

註（
60
）（2012

）, S
.2f.

参
照
。

（
64
） C

laudia E
hrenstein, G

rass erntet,

註（
60
）（2012

）, S
.2 

参
照
。

（
65
） C

laudia E
hrenstein, G

rass erntet,

註（
60
）（2012

）, S
.2 

参
照
。

（
66
） G

uido W
esterw

elle, Israel und Iran auf eine gleiche m
oralische S

tufe Z
ustellen ist absurd, in: B

ild am
 S

onntag vom
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8.4.2012; G
rass-K

ontroverse, W
esterw

elle w
eist K

ritik an Israel zurück, in: F
A
Z
 vom

 8.4.2012; D
ebatte über um

strittenes 

G
edicht: W

esterw
elle nennt Israel-V

ergleich von G
rass absurd, in: S

piegel O
nline vom

 8.4.2012 

参
照
。

（
67
） G

uido W
esterw

elle,

註（
66
）（2012

）, S
.1 

参
照
。

（
68
） G

uido W
esterw

elle,

註（
66
）（2012

）, S
.1f.

参
照
。

（
69
） C

laudia E
hrenstein, G

rass erntet,

註（
60
）（2012

）, S
.2 

参
照
。

（
70
） C

laudia E
hrenstein, G

rass erntet,

註（
60
）（2012

）, S
.2 

参
照
。

（
71
） C

laudia E
hrenstein, G

rass erntet,

註（
60
）（2012

）, S
.3 

参
照
。

（
72
） „D

er judenfeindliche S
chw

anengezang eines brillanten G
eistes, oder ein S

chrei der W
ahrheit?“, in: W

elt O
nline vom

 

7.4.2012, S
.2 

参
照
。

（
73
） „U

m
strittenes G

edicht: Israer verhängt E
inreiseverbot gegen G

ünter G
rass“, in: S

piegel O
nline vom

 8.4.2012; „E
m
pörung 

über G
rass: Israels Innenm

inister verlangt A
berkennung des N

obelpreises“, in: S
piegel O

nline vom
 8.4.2012 

参
照
。
な
お
入
国
禁

止
の
準
拠
法
は
、
な
か
ん
ず
く
、
か
つ
て
の
ナ
チ
ス
で
あ
っ
た
人
物
の
入
国
禁
止
を
目
的
と
す
る
法
律
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
イ
ス
ラ
エ
ル
の
入
国

禁
止
措
置
を
グ
ラ
ス
は
、
か
つ
て
の
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
（
Ｄ
Ｄ
Ｒ
）
の
国
家
安
全
省
（S

tasi

）
と
比
較
し
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
措
置
に
よ
っ
て
も
、

氏
の
「
イ
ス
ラ
エ
ル
へ
の
記
憶
を
消
去
る
事
が
で
き
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。“P

ersona  non grata: G
rass vergleicht E

inreiseverbot m
it 

D
D
R
-M

ethode, in: W
elt O

nline vom
 11.4.2012 

参
照
。
グ
ラ
ス
に
批
判
的
な
識
者
の
相
当
数
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
入
国
禁
止
措
置
に
賛
同
し

て
い
な
い
。

（
74
） T

om
 S

egev, W
as G

ünter G
rass w

irklich über den H
olocaust sagte, in: W

elt O
nline vom

 12.9.2011; D
ers., T

he G
erm

an w
ho 

needed a fi g leaf, in: H
aaretz.com

. 8.26.2011 

参
照
。

（
75
） T

om
 S

egev, W
as G

ünter G
rass--,

註（
74
）（2011

）, S
.1f.

参
照
。

（
76
） T

om
 S

egev, W
as G

ünter G
rass--,

註（
74
）（2011

）, S
.2f.

参
照
。

（
77
） T

om
 S

egev, W
as G

ünter G
rass--,

註（
74
）（2011

）, S
.3 

参
照
。
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ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
七
四
一
）

（
78
） T

om
 S

egev, W
as G

ünter G
rass--,

註（
74
）（2011

）, S
.4 

参
照
。

（
79
） C

hristoph S
ydow

, Israel-Iran-K
onfl ikt: S

o falsch liegt G
ünter G

rass, in: S
piegel O

nline vom
 4.4.2012 

参
照
。

（
80
） H

enryk M
.B

roder, G
ünter G

rass, der ew
ige A

ntisem
it, in: W

elt O
nline vom

 4.4.2012; D
ers., G

rass m
acht A

ntisem
iten 

endlich m
odern, in: W

elt O
nline vom

 11.4.2012 

参
照
。

（
81
） „G

auk verlangt von Israel Z
eichen in der S

iedlungspolitik“, in: Z
eit O

nline vom
 29.5.2012.S

.1

（
82
） „G

auk verlangt...“

註（
81
）（2012

）, S
.2 

参
照
。

（
83
） „G

auk verlangt...“

註（
81
）（2012

）, S
.2 

参
照
。
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